
群馬県行政改革大綱実施計画 平成29年6月現在

【具体的な取組】

①-1 公用車の一元管理の拡大〔取組所属：◎管財課、総務部総務課、各部局主管課、合同庁舎入居所属〕

【現状・課題（平成25年度時点）】 【改革内容】

【具体的工程】

年度

（実施なし）

計画（上段）・結果（下段）
取組状況

作　　業 １四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期

更なる効率化の検討

イ

合同庁舎における車両共用化の
拡大の検討

＜要因分析＞
イ　各合同庁舎での車両共用化
実態調査や各行政県税事務所
の意見聴取を行った結果、県庁
のように一律に一元管理とする
ニーズが低いことがわかった。

＜次年度への課題＞
ア　県庁公用車の更なる減車は
困難な状況
イ　一律の一元管理に拘らず、公
用車稼働率を高める必要があ
る。

＜課題を踏まえての対応＞
ア　県庁における個別管理車両
の車両共用化の検討に力点を置
く
イ　各合同庁舎において公用車
稼働率を高めるための運用を引
き続き実施する。

方針決定

H26

ア

県庁の公用車に係る減車の実施

＜取組の目標＞
ア　県庁公用車の稼働率　25年度比＋3％［25年度　72.3％］
イ　合同庁舎における車両共用化の拡大の方針決定

＜結果（取組結果）＞
ア　○［約80％（25年
度比＋約8％）］
イ　×

＜評価＞

Ｂ
県庁における個別管理車両の共
用車両化の検討 ＜参考指標＞

ア　県庁公用車数・減車数
　　［24年度末　183台・13台、25年度末　178台・12台］
イ　地域機関公用車数［24年度末　1,246台、25年度末　1,224
台］
イ　地域機関における共用車両数［未把握］

＜結果（取組後の指標値）＞
ア　178台・2台
イ　1,226台
イ　16台（３合同庁舎
計、H26.7時点）

目標 2　「仕事の仕方」の改革 改革 改革5　事務事業執行の効率化 取組事項 (1)内部管理事務の集中化などによる効率化

①事務管理の一元化
　①-１　公用車の一元管理の拡大
　①-2　事務用品の一括購入・管理の導入検討
　①-3　庁舎管理事務の地域集約化の検討
　①-4　嘱託・臨時職員の雇用事務の一元化の検討
②電子化による事務の効率化
　②-1　総務事務システムの活用の促進
　②-2　情報システムの最適化

　県庁公用車については、平成24年9月からの管財課における一元管理の導入により、計画的な減車が可能となり、その結果、稼働率の向
上（平均稼働率：平成24年度62%→平成25年度72.3%）及び経費節減が図られた。今後も更なる公用車の効率的な管理を進めていく必要
がある。
　合同庁舎における公用車については、一部、一元管理や共用化が実施されている。一層の公用車の管理や利用の効率化を進める必要
がある。

ア　県庁における計画的な減車による更なる稼働率の向上及び個別管理車両の共用
車両化等の検討を進める。
イ　合同庁舎の車両共用化の拡大を図る。
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（実施なし）

更なる効率化の検討
＜要因分析＞
ア　車輌の更新と適正車種（軽
自動車）への変更を進めたが、前
年度以上に車輌利用が増えな
かった。
イ　地域機関における公用車利
用状況調査を実施した。一部の
合同庁舎では、公用車を共用使
用し、効率的な利用を図っている
が、業務の内容に応じ必要とする
車種が異なるといった事情もある
ことから、一律的な共用化は難し
いことが分かった。

＜次年度への課題＞
ア　県庁公用車の更なる減車は
困難な状況にある。
イ　　地域機関の公用車につい
て、稼働率を高めるための利用
の効率化を検討するとともに、経
費削減を図る必要がある。

＜課題を踏まえての対応＞
ア　公用車の空予約の防止に努
め、適正な予約管理を行うことに
より、稼働率の向上を図る。
イ　合同庁舎等における公用車
利用の効率化を図る方策を実施
する。

イ
各合同庁舎において公用車稼働
率を高めるための運用の実施

H28

ア

県庁の公用車に係る減車の実施

＜取組の目標＞
ア　県庁公用車の稼働率　27年度比＋3％
イ　各合同庁舎において公用車稼働率を高めるための運用実施

＜結果（取組結果）＞
ア　△［約81％（27年
度比＋約1％）］
イ　○

＜評価＞

Ｂ県庁における個別管理車両の共
用車両化の検討

＜参考指標＞
ア　県庁公用車数・減車数
イ　地域機関公用車数
イ　地域機関における共用車両数

＜結果（取組後の指標値）＞
ア　181台・0台
イ  1,222台
イ　8台

更なる効率化の検討
＜要因分析＞
ア　車輌の更新と適正車種（軽
自動車）への変更を進めたが、車
輌利用が増えなかったため。（※
27年度評価における委員会意見等を踏まえ
追記）

＜次年度への課題＞
ア　県庁公用車の更なる減車は
困難な状況にある。

＜課題を踏まえての対応＞
ア　県庁における個別管理車両
の車両共用化の検討に力点を置
く。イ

各合同庁舎において公用車稼働
率を高めるための運用の実施

H27

ア

県庁の公用車に係る減車の実施

＜取組の目標＞
ア　県庁公用車の稼働率　26年度比＋3％
イ　各合同庁舎において公用車稼働率を高めるための運用実施

＜結果（取組結果）＞
ア　△［約80％（26年
度比＋約0％）］
イ　○

＜評価＞

Ｂ県庁における個別管理車両の共
用車両化の検討

＜参考指標＞
ア　県庁公用車数・減車数
イ　地域機関公用車数
イ　地域機関における共用車両数

＜結果（取組後の指標値）＞
ア　178台・2台
イ　1,216台
イ　16台（３合同庁舎
計、H28.3時点）
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①-2　事務用品の一括購入・管理の導入検討〔取組所属：◎総務部総務課、財政課、会計課、各地域機関〕〔関係所属：全所属〕

【現状・課題（平成25年度時点）】 【改革内容】

【具体的工程】

年度

（実施なし）

（実施なし）

（実施なし）

（実施なし）

（実施なし）

（実施なし）

（実施なし）

H26

＜結果（取組後の指標値）＞
ア　8種類
イ　各事務所長連名
方式
ウ　2種類
エ　未把握

イ

検討作業部会において、地域に
おける共通単価契約等の契約手
続の合理化（行政県税事務所長
への一括委任等）の検討

地域における共通単価契約等の
契約手続の合理化に係る方針
決定

ウ

地域における共通単価契約の新
たな品目調査

＜要因分析＞
　社会保障・税番号制度開始
（H28年1月１日番号利用開始）
に必要な業務（行革大綱「行政
改革における今後の中長期的課
題」(2)）に優先的に取り組んだた
め、ほとんどの作業に着手できな
かった。（※26年度評価における委員会意
見等を踏まえ修正）

＜次年度への課題＞
　今年度着手できなかった作業
の実施

＜課題を踏まえての対応＞
　H26年度及びH27年度実施予
定としていた各作業の実施時期
をそれぞれH27年度及びH28年
度実施予定に変更

検討作業部会及び各地域におい
て品目候補検討・決定、契約準
備

ア

県庁における全庁単価契約の新
たな品目調査

＜取組の目標＞
ア　県庁における単価契約の新たな品目の決定
イ　共通単価契約の合理化に係る方針決定
ウ　各地域における単価契約の新たな品目の決定
エ　事務用品集約化の試行の検証

＜結果（取組結果）＞
ア　×
イ　×
ウ　△
エ　×

＜評価＞

Ｄ

検討作業部会において品目候補
検討・決定、契約準備

品目の決定、契約準備
＜参考指標＞
ア　県庁の全庁単価契約品目数［25年度末　8種類］
イ　共通単価契約の実施方法［25年度　各事務所長連名方式］
ウ　地域の共通単契約品目数［25年度　2種類］
エ　一括購入･管理実施所属数［未把握］

品目の決定、契約準備

エ

事務用品一括購入・管理に係る
試行

検討作業部会において試行の検
証、本格実施について検討

　事務用品や燃料など、一定期間継続して調達する品目については、契約手続の効率化のため単価契約を導入している。
　更に品目の拡大や契約手続の合理化を進め、一層の事務の効率化を図る必要がある。
　事務用品は、各所属単位での調達・管理を原則としている。結果として、無駄な在庫や購入が生じているおそれがある。
　購入品目や数量、管理事務の効率化を図る必要がある。

ア　対象を調査検討の上、県庁における単価契約の品目の拡大を行う。
イ　地域における共通単価契約の契約手続の合理化について、検討する。
ウ　対象を調査検討の上、各地域における単価契約の品目の拡大を行う。
エ　事務用品管理の集約化について、フロア単位での試行を検証の上、全庁的に本格
実施する。

計画（上段）・結果（下段）
取組状況

作　　業 １四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期
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（実施なし）

（実施なし）

（実施なし）

（実施なし）

（実施なし）

（実施なし）

（実施なし）

（実施なし）

（実施なし）

事務用品一括購入・管理に係る
試行

検討作業部会において試行の検
証、本格実施について検討

H27

ア

県庁における全庁単価契約の新
たな品目調査

イ

各合同庁舎において複数所属合
同での光電話導入による電話料
削減

＜取組の目標＞
ア　県庁における単価契約の新たな品目の決定
イ　共通単価契約の合理化に係る方針決定
ウ　各地域における単価契約の新たな品目の決定
エ　事務用品集約化の試行の検証

＜結果（取組結果）＞
ア　×
イ　×
ウ　×
エ　×

＜評価＞

Ｃ

検討作業部会において品目候補
検討・決定、契約準備

品目の決定、契約準備
＜参考指標＞
ア　県庁の全庁単価契約品目数
イ　共通単価契約の実施方法
イ　光電話サービス等導入により電話料削減の取組を行った合同
庁舎内所属数［26年度 19所属］
イ　光電話サービス導入による電話料削減額（年間推計）［26年度
から導入7所属計　約170万円］
ウ　地域の共通単契約品目数
エ　一括購入･管理実施所属数

＜結果（取組後の指標値）＞
ア　8種類
イ　各事務所長連名
方式
イ　55所属
イ　27年度から導入
36所属計　約510万
円
ウ　2種類
エ　10所属（5フロア)

検討作業部会において、地域に
おける共通単価契約等の契約手
続の合理化（行政県税事務所長
への一括委任等）の検討

地域における共通単価契約等の
契約手続の合理化に係る方針
決定

＜要因分析＞
　取組の目標に掲げた以外の取
り組みとして、すぐに電話料削減
の成果が見込める各合同庁舎に
おける複数所属合同での光電話
導入の取組を重点的に実施し
た。一方で、当該取組の諸課題
解決に時間を要したため、取組
の目標に掲げた取組を進めること
ができなかった。（※27年度評価にお
ける委員会意見等を踏まえ修正）

＜次年度への課題＞
　各合同庁舎における複数所属
合同での光電話導入の取組は
一段落したため、ほかの取組を
進めることが必要。

＜課題を踏まえての対応＞
　合同庁舎における複数所属合
同での光電話導入の取組や、一
部の所属で実施している事務用
品一括購入・管理の取組を参考
に、各種取組を進める。ウ

地域における共通単価契約の新
たな品目調査

検討作業部会及び各地域におい
て品目候補検討・決定、契約準
備

品目の決定、契約準備

エ
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（実施なし）

（実施なし）

（実施なし）

（実施なし）

H28

ア

県庁における全庁単価契約の新
たな品目調査

＜取組の目標＞
ア　県庁における新たな品目にかかる単価契約の実施
イ・ウ・エ　地域における物品購入契約事務集約方法の決定

＜結果（取組結果）＞
ア　×
イ・ウ・エ　×

＜評価＞

Ｃ

県庁における全庁単価契約の新
たな品目候補検討、品目決定・
契約準備

イ・
ウ・
エ

事務用品一括購入・管理導入所
属の把握、実態調査 ＜参考指標＞

ア　県庁の全庁単価契約品目数
イ　共通単価契約の実施方法
ウ　地域の共通単契約品目数
エ　一括購入･管理実施所属数

＜結果（取組後の指標値）＞
ア　7種類
イ　各事務所長連名
方式
ウ　2種類
エ　10所属（5フロア）

地域における物品購入契約事務
集約方法の検討・決定

新しい方法での来年度当初から
の物品購入契約事務準備

＜要因分析＞
エ　フロア単位での事務用品の購
入・管理に係る実態調査を実施
するるとともに、一部フロアで実施
していた試行の効果を検証した
結果、事務手間や経費削減の明
確な効果がなかったことから、全
庁的な実施は行わないこととなっ
た。
ア・ウ　単価契約導入品目は、こ
れ以上見込めないことが分かっ
た。
イ　地域における共通単価契約
の実施方法を簡素化する方策等
の検討に時間を要し、方策実施
には至らなかった。

＜次年度への課題＞
イ　28年度までの調査の結果、
実現可能性があると判断された
品目について、引き続き実施方
法の簡素化を検討する必要があ
る。

＜課題を踏まえての対応＞
イ　実現可能性があると判断され
た品目について、地域機関等と
の要望、意見を聴取するととも
に、関係機関との調整を行い、単
価契約の実施方法の簡素化が
事務処理の効率化につながるか
検討する。

地域における共通単価契約の新
たな品目調査
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①-3　庁舎管理事務の地域集約化の検討〔取組所属：◎総務部総務課、財政課、管財課、会計課、各庁舎管理所属〕

【現状・課題（平成25年度時点）】 【改革内容】

【具体的工程】

年度

（実施なし）

（実施なし）

（実施なし）

（実施なし）

方針決定

＜要因分析＞
　庁舎管理事務の集約化には、
仕様書の統一化と委託契約事
務集約方法の検討が必要であ
り、検討作業を効率的に行うべ
く、地域における物品購入契約
事務集約方法の検討と合わせて
検討することとしたが、「①-2事
務用品の一括購入・管理の導入
検討」の各合同庁舎における複
数所属合同での光電話導入に
係る取り組みに時間を要したた
め、検討結果を出すに至らな
かった。（※27年度評価における委員会意
見等を踏まえ修正）

＜次年度への課題＞
　地域における物品購入契約事
務集約方法の検討と合わせて検
討を進めることが必要。

＜課題を踏まえての対応＞
　具体的な取組①-2の改革内
容イウエの作業と合わせて取組
を進める。

－

＜要因分析＞
　社会保障・税番号制度開始
（H28年1月１日番号利用開始）
に必要な業務（行革大綱「行政
改革における今後の中長期的課
題」(2)）に優先的に取り組んだた
め、各合同庁舎での警備・清掃
委託契約書の入手以外の作業
ができなかった。（※26年度評価にお
ける委員会意見等を踏まえ修正）

＜次年度への課題＞
　入手した契約書を基にした契約
内容の分析、集約化の検討、方
針決定を実施

＜課題を踏まえての対応＞
　H26年度及びH27年度実施予
定としていた各作業の実施時期
をそれぞれH27年度及びH28年
度実施に変更

方針決定

H27

ア

警備・清掃委託に係る各庁舎の
仕様書等の契約内容調査（継
続）

＜取組の目標＞
ア　庁舎管理事務の地域集約化に係る方針決定

＜結果（取組結果）＞
ア　△

＜評価＞

H26 ア

警備・清掃委託に係る各庁舎の
仕様書等の契約内容調査

＜取組の目標＞
ア　庁舎管理事務の地域集約化に係る方針決定

＜結果（取組結果）＞
ア　△

＜評価＞

＜参考指標＞
ア　集約化実施地域数［25年度　0］

＜結果（取組後の指標値）＞
ア　0 Ｃ

検討作業部会において集約化の
検討

Ｃ検討作業部会において集約化の
検討

＜参考指標＞
ア　集約化実施地域数

＜結果（取組後の指標値）＞
ア　0

　警備や清掃の保守管理委託などの庁舎管理業務は、各機関が個別に委託しているが、契約手続の効率化のため、地域単位等での契約
の集約化について検討する必要がある。

ア　各庁舎における警備・清掃委託の実態調査を参考に、地域毎の集約化の検討を行
う。
イ　集約化する場合に、仕様書の調整などの契約の準備を行う。

計画（上段）・結果（下段）
取組状況

作　　業 １四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期
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（実施なし）

（実施なし）

①-4　嘱託・臨時職員の雇用事務の一元化の検討〔取組所属：◎総務部総務課、人事課、嘱託・臨時職員雇用所属〕

【現状・課題（平成25年度時点）】 【改革内容】

【具体的工程】

年度

（実施なし）

（実施なし）

＜次年度への課題＞
　方針策定に向けた作業を短期
間で実施し、平成29年度の一元
化に間に合うように作業を進める

＜課題を踏まえての対応＞
　H27年度の作業内容を一部変
更し、方針素案作成までの作業
を９月までに実施する

－

＜評価＞

Ｃ地域における警備・清掃委託仕
様書の統一化と庁舎管理事務
集約方法の検討・決定

＜参考指標＞
ア・イ　集約化実施地域数

＜結果（取組後の指標値）＞
０

H26

嘱託・臨時職員の在籍する職場の担
当者ヒアリング

＜取組の目標＞
嘱託・臨時職員の雇用事務の一元化に係る方針素案の作成

＜結果（取組結果）＞
×

＜評価＞

＜参考指標＞
なし

＜結果（取組後の指標値）＞
－ Ｄ

検討作業部会における検討、関係機
関との協議、方針素案の作成

＜要因分析＞
　社会保障・税番号制度開始
（H28年1月１日番号利用開始）
に必要な業務（行革大綱「行政
改革における今後の中長期的課
題」(2)）に優先的に取り組んだた
め、作業ができなかった。（※26年
度評価における委員会意見等を踏まえ修正）

計画（上段）・結果（下段）
取組状況

作　　業 １四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期

イ
新しい方法での来年度当初から
の警備・清掃委託契約事務準備

＜要因分析＞
　地域における物品購入契約事
務集約方法の検討と合わせて検
討することとしたが、「①-2事務
用品の一括購入・管理の導入検
討」に時間を要したため、取組の
方向性を検討するための情報収
集として、各合同庁舎の庁舎管
理担当者あてにアンケート調査を
実施するにとどまった。

＜次年度への課題＞
   合同庁舎の庁舎管理担当者
等と検討会を開催し、取組の方
向性を検討することが必要。

＜課題を踏まえての対応＞
　庁舎管理担当者へのアンケー
ト結果をもとに、集約化や仕様書
の統一化に向けた課題に対する
検討を行う。

　平成25年10月1日現在、嘱託職員655名（週29時間勤務）、臨時職員376名（緊急雇用を除く）を雇用しているが、募集、採用、給与支
払い等の事務は所属単位で行っている。
　事務の効率化と事務処理ミスの防止等の観点から、一元化等について検討する必要がある。

　平成29年度の一元化を目途に、検討や諸準備を行う。

H28

ア・イ

合同庁舎・単独庁舎での警備・
清掃委託契約内容調査（継続）

＜取組の目標＞
ア　庁舎管理事務の地域集約化に係る方針決定
イ　標準仕様書作成

＜結果（取組結果）＞
ア　△
イ　－
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（実施なし）

（実施なし）

H28

嘱託・臨時職員の雇用事務集約方法
の検討・決定

＜取組の目標＞
嘱託・臨時職員の雇用事務の集約化に係る方針決定

＜結果（取組結果）＞
○

＜評価＞

Ａ

－

＜参考指標＞
なし

＜結果（取組後の指標値）＞

＜要因分析＞
　集約に係る方針を決定するた
めに、関係所属による検討会を
開催（10月、11月）し、他県の取
組を参考にしたり、実務に照らし
合わせるなどして、検討を進め
た。その結果、事務負担軽減や
経費削減の効果が見込めないこ
とから、雇用事務の一元化は行
わないこととなった。

予算要求等
＜要因分析＞
　年度当初の検討で雇用事務の
集中化のみでは県庁全体での事
務負担軽減・費用削減を図るこ
とが難しいことがわかったため、
物品購入契約事務や庁舎管理
事務の集約化と合わせて検討を
行ったが、「①-2事務用品の一
括購入・管理の導入検討」の各
合同庁舎における複数所属合同
での光電話導入に係る取り組み
に時間を要したため、検討結果
を出すに至らなかった。（※27年度
評価における委員会意見等を踏まえ修正）

＜次年度への課題＞
　地域における物品購入契約事
務集約方法や庁舎管理事務集
約方法の検討と合わせて検討を
進めることが必要。

＜課題を踏まえての対応＞
　具体的な取組①-2の改革内
容イウエ及び具体的な取組①-3
の作業と合わせて取組を進め
る。

－

＜次年度への課題＞
　庶務事務担当者の負担軽減や
事務処理ミス防止のための方策
を検討する必要がある。

＜課題を踏まえての対応＞
　庶務事務担当者をソフト面で支
援する方策（例：臨時雇用者に
関するQ&Aの更新）を引き続き
検討する。

H27

検討作業部会における検討、関係機
関との協議、方針素案の作成

＜取組の目標＞
嘱託・臨時職員の雇用事務の一元化に係る方針決定

＜結果（取組結果）＞
×

＜評価＞

Ｃ方針決定
＜参考指標＞
なし

＜結果（取組後の指標値）＞
－
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②-1 総務事務システムの活用の促進〔取組所属：◎総務事務センター〕〔関係所属：全所属〕

【現状・課題（平成25年度時点）】 【改革内容】

【具体的工程】

年度

＜次年度への課題＞
　操作方法の周知は一通り終
わったため、次の促進策を検討
する必要がある。

＜課題を踏まえての対応＞
　H26年度実績を分析し、次の取
組につながる切り口を模索する。

－

＜要因分析＞
事務の効率化の観点から、職員
に対する周知等の取り組みを行
うことで、計画的に実施できた。

＜次年度への課題＞
災害に強く、柔軟な働き方にも対
応でき、文書保管スペースが確
保できるよう文書の電子化を進
める必要がある。

＜課題を踏まえての対応＞
各職員に文書の電子化の重要
性を認識してもらえるよう啓発活
動を行う。

H28

電子決裁機能について、前年度実績
の分析、活用方法の検討

＜取組の目標＞
利用促進策の実行

＜結果（取組結果）＞
○

＜評価＞

Ａ電子決裁機能の利用促進
＜参考指標＞
文書に係る電子決裁率

＜結果（取組後の指標値）＞
8.7％

－

H27

電子決裁機能について、前年度実績
の分析、活用方法の検討

＜取組の目標＞
利用促進策の実行

＜結果（取組結果）＞
○

＜評価＞

Ａ電子決裁機能の利用促進
＜参考指標＞
文書に係る電子決裁率

＜結果（取組後の指標値）＞
7.9％

－

＜要因分析＞
　利用促進に係る職員への周知
について、電子決裁率の推移や
現状分析など職員が目を通しや
すく継続的に周知できる内容に
絞ったことで、計画的に実施でき
た。

＜次年度への課題＞
　職員の自発的な電子決裁機能
の利用を促進する。（※27年度評価
における委員会意見等を踏まえ修正）

＜課題を踏まえての対応＞
　次期システム更新に向け、利
用しやすい電子決裁機能の検討
を行う。

H26

電子決裁機能について、前年度実績
の分析、活用方法の検討

＜取組の目標＞
利用促進策の実行

＜結果（取組結果）＞
○

＜評価＞

＜参考指標＞
文書に係る電子決裁率［24年度　5.3％、25年度　5.6％］

＜結果（取組後の指標値）＞
7.3％ Ａ

電子決裁機能の利用促進
＜要因分析＞
　メインの周知記事（操作方法）
を予め選定したため、計画的に
実施できた。

　一般に、地方公共団体等の事務は、紙ベースの書類が多く存在することなどから、電子による決裁が進んでいない。本県も同様であるが、
平成17年度から運用を始めた総務事務システムを効果的に活用することで、文書事務の効率化につながる可能性がある。

　電子決裁機能の活用方法を検討の上、利用を促進する。

計画（上段）・結果（下段）
取組状況

作　　業 １四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期
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②-2　情報システムの最適化〔取組所属：◎情報政策課、情報システム所管所属〕

【現状・課題（平成25年度時点）】 【改革内容】

【具体的工程】

年度

＜結果（取組後の指標値）＞
ア　29年度当初予算
61,579千円

－

＜要因分析＞
　情報システム機器構成最適化
方針の策定段階で、情報システ
ムごとの最適化方法を吟味したこ
とが円滑な移行に繋がった。

＜次年度への課題＞
なし

＜課題を踏まえての対応＞
なし

H28

ア
各情報システムの導入・運用に
係る予算要求内容の統一的な
判断基準によるチェック、助言

＜取組の目標＞
イ　最適化対象システムの仮想化基盤システム等への移行実施

＜結果（取組結果）＞
イ　○

＜評価＞

Ａ
イ 情報システム最適化の実施

＜参考指標＞
ア　情報政策課審査による予算削減額

＜参考指標＞
ア　情報政策課審査による予算削減額

＜結果（取組後の指標値）＞
ア　28年度当初予算
65,891千円

－

＜要因分析＞
　H27年度に情報システム機器
構成最適化方針を策定。情報シ
ステムの特性に応じてグループ
化し、複数のシステムでサーバ等
を共用する共通仮想化基盤及び
ホームページ統合基盤の構築・
運用を開始した。

＜次年度への課題＞
なし

＜課題を踏まえての対応＞
なし

＜課題を踏まえての対応＞
なし

H27

ア
各情報システムの導入・運用に
係る予算要求内容の統一的な
判断基準によるチェック、助言

＜取組の目標＞
イ　H28年度・H29年度に構築・更新するシステムの最適化に向け
た仮想化基盤システム等の導入

＜結果（取組結果）＞
イ　○

＜評価＞

Ａ
イ 情報システム最適化の実施

H26

－
＜要因分析＞
－

＜次年度への課題＞
なし

＜結果（取組結果）＞
イ　○

＜評価＞

Ａ
イ

情報システム全体を最適化する
ための具体的な行程検討

＜参考指標＞
ア　情報政策課審査による予算削減額
　　［25年度当初予算　120,951千円、
　　　26年度当初予算　130,175千円］

＜結果（取組後の指標値）＞
ア　27年度当初予算
86,576千円

３四半期 ４四半期

ア
各情報システムの導入・運用に
係る予算要求内容の統一的な
判断基準によるチェック、助言

＜取組の目標＞
イ　情報システム全体を最適化するための具体的な行程（長期的
な取組計画）の策定

　情報システム予算の適正化と効果的な行政情報化の推進のために、予算編成時に個々の情報システムの内容及び調達方法等を情報
政策課において総合的かつ一元的に審査しているところであり、引き続き各情報システム所管所属と連携して予算の適正化等を進めて行く
必要がある。
　また、各システムを個々に導入・構築してきたため、情報システム全体としての効率性に改善の余地が生じている。

ア　情報政策課による各情報システムの審査を引き続き実施する。
イ　「クラウドコンピューティング」や「仮想化」等の最新の情報通信技術を活用して、計画
的に県全体の情報システムの最適化を進める。

計画（上段）・結果（下段）
取組状況

作　　業 １四半期 ２四半期

84 改革５（１）



【全体を通じた成果評価（中間評価）】

＜行政改革評価・推進委員会の意見＞
・やる気があれば最も改善の進む領域ではないか。未着手項目が多く、遺
憾。今後もやれることから、積極的にやっていって欲しい。
・「未着手」の事業について、計画的に取り組むことが期待される。
・職員個々のＩＣＴリテラシー向上のための「教育」と「ヘルプデスク機能」の
充実に取組み、生産性を上げる下地を作っていくことが必要と思われる。

【具体的な取組①-1について】
・合同庁舎等のニーズが低かったとあるが、県民目線で見た効率性から
判断すべき事案ではないか。
・この改革は合同庁舎のために実施するのが目的であったのか。ニーズが
低くても改革として改革の必要性があるならばやるべきではないか。また、
業務の効率を上げ、公用車稼働率を下げ、減車に結びつける策も必要で
ないか。
・特殊車両以外は『長期リース契約』も考えられる。
・各合同庁舎において、公用車一元管理以外で稼働率を高める方法に
取り組み、目標を達成できるよう支援が必要である。
【具体的な取組①-2、①-3、①-4について】
・なぜ別の業務を優先せざるを得なくなったのかが、要因分析では不明。
・要因分析で「別の業務を優先した」は行政改革大綱の改革は業務の優
先順位が低く設定されていることが伺える。（正直で良いが・・・）計画の修
正をするのか、挽回するのか。今年度は優先順位をあげて取り組んでいる
のか。
・庁舎管理業務は早期集約化を、嘱託・臨時職員の雇用事務は早期一
元化をしてもらいたい。
【具体的な取組②-1について】
・電子決裁まだ7.3％で実施が遅い。

＜行政改革評価・推進委員会の意見＞

【具体的な取組①-1について】
・要因分析が記載されていない。改革内容アの結果「△」・実施結果評価
Ｂはなぜなのかの要因を記載すべき。
【具体的な取組①-2について】
・平成26年度は結果ア×イ×ウ△エ×で実施結果評価Ｄとしており、平
成27年度で結果ア×イ×ウ×エ×で実施結果評価Ｃでは整合性がな
い。
【具体的な取組①-3について】
・要因分析の記載内容について、検討にとどまった要因が記載されていな
い。
・要因分析と次年度への課題が同じ内容となってしまっている。
【具体的な取組①-4について】
・要因分析の記載内容について、平成26年度における「課題を踏まえて
の対応」としていた「９月までに作業実施」との整合性がなく、なぜ「雇用事
務の集中化のみでは県庁全体での事務負担軽減・費用削減を図ることが
難しい」のかの説明が記載されていないため、唐突な印象を受ける。
【具体的な取組②-2について】
・情報システムの最適化のために複数の情報システムでサーバーの共有
化を進めれば進めるほど情報漏えいの被害に遭ったときに被害が大きい
ということがあるので、まとめることが本当にいいのかということをよく考えた
うえで、情報システムの強靭化をお願いしたい。

＜行政改革評価・推進委員会の意見＞

Ｃ

＜評価の理由＞
　県庁公用車一元管理や総務事務システムの活用、情報シ
ステムの最適化は効率化に向けて計画どおり進んでいるが、
その他の取組は遅れている。

Ｂ

＜評価の理由＞
　総務事務システムでの電子決裁や情報システムの最適化
が順調に進み、各合同庁舎において複数所属合同での光電
話導入により電話料削減ができた。一方で、庁舎管理事務の
地域集約化など検討段階の取組もある。 Ｂ

＜評価の理由＞
・嘱託・臨時職員の雇用一元化に関する検討等について、検
討結果を得るなど取組を進めることができた。一方で、庁舎管
理事務の地域集約化など検討段階にとどまった取組もある。
・総務事務システムでの電子決裁が順調に進んだ。
・仮想化基盤システム等への移行が進み、情報システムの導
入や運用に係る経費を削減することができた。

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
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【総合評価（最終評価）】 【改訂履歴】

Ｂ

＜課題＞
・効果・成果があった取組については引き続き実施するとともに、検討段階で終了した取組については、必要に応じて、通常取組として、検討を継続
する必要がある。
・災害に強く、柔軟な働き方にも対応でき、文書保管スペースが確保できるよう、総務事務システムでの文書の電子化を進める必要がある。

取組事項 (1)内部管理事務の集中化などによる効率化 H27.4～8　H26年度自己評価の実施
H27.4～8　①-1～4、②-2　H26年度取組結果を踏まえ、H27年
度以降の工程見直し
H27.9～10　H26年度第三者評価の実施
H28.2～5　H27年度自己評価の実施
H28.2～5　①-2～4　H27年度取組結果を踏まえ、H28年度の工
程見直し
H28.6　H27年度第三者評価の実施
H29.3～6　H28年度自己評価及び総合評価の実施

＜推進期間終了後の成果指標＞
①-1　県庁公用車の稼働率及び各合同庁舎公用車の稼働率
①-2、①-3、①-4　事務担当の減少者数
②-1　電子決裁率及び電子決裁利用文書数
②-2　仮想化基盤等に移行した情報システムに係る経費の削減

＜推進期間終了後の成果指標値＞
①-1　県庁：約81％、各合同庁舎：約55％
①-2、①-3、①-4　未調査
②-1　電子決裁率8.7％　電子決裁利用文書数4万8千件/年
②-2　514千円

＜評価＞ ＜評価の理由＞
・各合同庁舎において複数所属合同での光電話導入により電話料削減ができた。また、嘱託・臨時職員の雇用一元化に関する検討等
について、検討結果を得るなど取組を進めることができた。一方で、庁舎管理事務の地域集約化など検討段階で終了した取組もある。
・情報システム機器構成最適化方針に基づいて「共通仮想化基盤」「ホームページ統合基盤」を構築し、2システム及び27サイトを各基
盤に集約したことで、経費を削減することができた。今後、仮想化基盤システム等への移行が計画どおり更に進めば、更なる経費の削減
が可能である。
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群馬県行政改革大綱実施計画 平成29年6月現在

【具体的な取組】

①各庁舎における資源ごみの積極的な売払いの実施〔取組所属：◎総務部総務課、各地域機関〕

【現状・課題（平成25年度時点）】 【改革内容】

【具体的工程】 　

年度

（実施なし）

（実施なし）

目標 2　「仕事の仕方」の改革 改革 改革5　事務事業執行の効率化 取組事項 (2)実施方法の工夫による効率化

①各庁舎における資源ごみの積極的な売払いの実施
②エネルギー使用量の削減
③電力調達の効率化
④オープンカウンタ方式による見積合せの導入
⑤公共工事の経費節減

　現在、すべての合同庁舎等において資源ごみの売払い又は無償回収が実施されており、経費節減等の効果が認められている。
　単独庁舎等、未導入の施設についても導入を進める必要がある。

　各庁舎の資源ごみの処理状況を参考に、各地域において売払い又は無償回収の対
象庁舎の拡大を行う。

計画（上段）・結果（下段）
取組状況

作　　業 １四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期

＜次年度への課題＞
　調査結果を参考とした各地域
での検討が26年度中にできな
かったため、拡大庁舎を含めた
売払等検討及び開始時期を見
直す必要がある。

＜課題を踏まえての対応＞
　H28年度から拡大庁舎を含め
た売払等を開始するようH27～
28年度の工程を見直す。

各地域において実施準備

H27

各地域において調査結果を参考に対
象庁舎拡大等の検討

＜取組の目標＞
各地域において拡大庁舎を含めた売払等開始

＜結果（取組結果）＞
△

＜評価＞

Ｃ各地域において実施準備

H26

全庁舎に係る実施状況調査

＜取組の目標＞
各地域における対象庁舎拡大の検討

＜結果（取組結果）＞
△

＜評価＞

＜参考指標＞
資源ごみ売払い額［24年度　487千円、25年度　424千円］

＜結果（取組後の指標値）＞
563千円 Ｃ

各地域において調査結果を参考に対
象庁舎拡大等の検討

＜要因分析＞
　社会保障・税番号制度開始
（H28年1月１日番号利用開始）
に必要な業務（行革大綱「行政
改革における今後の中長期的課
題」(2)）に優先的に取り組んだた
め、実施状況調査のとりまとめが
計画どおりに進まなかった。その
ため、対象庁舎拡大の検討は一
部地域にとどまった。（※26年度評価
における委員会意見等を踏まえ修正）

＜参考指標＞
・資源ごみ売払い額
・合同庁舎と合同で売払等を実施した単独庁舎所属数
　［24年度 15所属、25年度 18所属、26年度 19所属］

＜結果（取組後の指標値）＞
・498千円
・20所属

全庁舎に係る実施状況調査（平成26
年度実施結果）

＜要因分析＞
　合同庁舎及び単独庁舎での資
源ごみ処理実施状況の両調査
結果を同時に各庁舎に送付し、
合同庁舎・単独庁舎合同で売払
等を実施するよう促したが、調査
結果とりまとめに時間を要したた
めその時期が当初計画より遅れ
てしまった。

＜次年度への課題＞
　合同庁舎・単独庁舎合同での
売払等を実施する旨協議が終了
したら、早期に実施開始してもら
うことが必要。

＜課題を踏まえての対応＞
　合同庁舎・単独庁舎合同での
売払等を実施する旨協議終了し
た単独庁舎から、可能な限り速
やかに実施に移すよう促す。

－
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②エネルギー使用量の削減〔取組所属：◎環境エネルギー課、管財課、各施設、全所属〕

【現状・課題（平成25年度時点）】 【改革内容】

【具体的工程】

年度

＜結果（取組後の指標値）＞
・396千円
・21所属

全庁舎に係る実施状況調査（平成27
年度実施結果）

３四半期 ４四半期

H26

ア
省エネ法に基づく管理標準によ
り、施設管理・運用の実施（各施
設管理者）

＜取組の目標＞
ア　省エネ法に基づく管理標準による的確な施設管理・運用
イ　省エネの取組
ウ　省エネ改修の実施
ウ　ＥＳＣＯ事業の実施の検討

＜要因分析＞
　すべての地域において、売払い
及び無償回収を開始するには至
らなかったが、地域機関等から
排出される古紙を県庁舎に持込
可能とする体制を整えたことによ
り、地域機関における売払いを実
施できる環境が拡大した。

＜次年度への課題＞
　分別回収量は、年々増加して
いるが、売払額は減っている状況
である。また、運搬費用や人件費
の高騰を理由に売払い契約を断
られる事案が生じている。

＜課題を踏まえての対応＞
　売払いが難しい場合は、有償
処理ではなく、無償回収により経
費の節減に努める。

　温暖化対策や経費節減のため、県有施設における省エネを推進している。特に、震災以降の電力需給対策として、県は率先して節電・省
エネ対策を実施し、民間活力の導入も視野に入れ、その定着・推進を図る必要がある。

ア　省エネ法に基づく管理標準による的確な施設管理・運用を実施する。
イ　実行計画（事務事業編）達成のため毎年度行動計画を策定した上で省エネの取組
を実施する。
ウ　施設の省エネ改修を実施する。また、各庁舎の長寿命化のための取組と連携して、
ＥＳＣＯ事業の実施についても検討を進めていく。

計画（上段）・結果（下段）
取組状況

作　　業 １四半期 ２四半期

H28

各地域において調査結果を参考に対
象庁舎拡大等の検討

＜取組の目標＞
各地域において拡大庁舎を含めた売払等開始

＜結果（取組結果）＞
△

＜評価＞

Ｂ各地域において拡大庁舎を含めた売
払等開始

＜参考指標＞
・資源ごみ売払い額
・合同庁舎と共同で売払等を実施した単独庁舎所属数

＜結果（取組結果）＞
ア　○
イ　○
ウ　○
ウ　○

＜評価＞

Ａ
イ

実行計画（事務事業編）達成の
ための行動計画の策定（各所
属）

＜参考指標＞
エネルギー使用量［24年度　50,534ｷﾛﾘｯﾄﾙ、25年度　49,858ｷﾛ
ﾘｯﾄﾙ］

＜結果（取組後の指標値）＞
48,567ｷﾛﾘｯﾄﾙ

省エネの取組の実施（各所属）
＜要因分析＞
－

＜次年度への課題＞
・各施設の運用改善による省エ
ネは限界に近づいている。
・当面、導入を予定していた
ESCO事業は実施済み。
・県有施設長寿命化指針策定
（H25年3月）。長期保全計画に
基づく県有施設の改修が本格化

＜課題を踏まえての対応＞
・長期保全化計画による改修と
連動した省エネ改修の実施
・省エネ・節電診断を活用した新
たな視点に基づく省エネ改修
・エネルギー多消費施設を中心
とした、新たなESCO導入施設の
掘り起こし

ウ

省エネ改修事業のとりまとめ

施設の省エネ改修の実施

ＥＳＣＯ事業推進連絡会議の開
催による情報共有等の実施
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（実施なし）

＜評価＞

Ａ
イ

実行計画（事務事業編）達成の
ための行動計画の策定（各所
属）

＜参考指標＞
エネルギー使用量

＜結果（取組後の指標値）＞
48,732キロリットル

省エネの取組の実施（各所属）

＜要因分析＞
・電気料金等の高騰による経費
増大を抑えることを前面に出した
取組
・電力使用量、電気料金の報告
を毎月求めることにより、職場の
節電意識を徹底
・職員による運用改善の推進と、
併せて施設の省エネ改修を実施
・大幅な省エネ効果があるESCO
事業の導入（※以上、27年度評価にお
ける委員会意見等を踏まえ修正）

＜次年度への課題＞
・電力のピークカットを目的とした
各施設の運用改善は限界に近
づいている。
・当面、導入を予定していた
ESCO事業は実施済み。
・県有施設長寿命化指針策定
（H25年3月）。長期保全計画に
基づく県有施設の改修が本格化

＜課題を踏まえての対応＞
・新たな目標（総量削減）に基づ
いた省エネ・節電取り組みの継続
・長期保全化計画による改修と
連動した省エネ改修の実施
・省エネ・節電診断に基づく、国
庫補助を活用した省エネ改修
・エネルギー多消費施設を中心
とした、ESCO導入可能性調査

イ

H27

ア
省エネ法に基づく管理標準によ
り、施設管理・運用の実施（各施
設管理者）

＜取組の目標＞
エネルギー使用量　22年度比　5％削減（※22年に設定）

＜結果（取組結果）＞
○［11.9％削減］

ウ

省エネ改修事業のとりまとめ

施設の省エネ改修の実施

ＥＳＣＯ事業推進連絡会議の開
催による情報共有等の実施

実行計画（事務事業編）達成の
ための行動計画の策定（各所
属）

＜参考指標＞
エネルギー使用量

＜結果（取組後の指標値）＞
【7月上旬に仮集計の
予定】

省エネの取組の実施（各所属）
＜要因分析＞
※集計後記入（エネルギー使用
量は、7月上旬に仮集計の予定）

H28

ア
省エネ法に基づく管理標準によ
り、施設管理・運用の実施（各施
設管理者）

＜次年度への課題＞
※集計後記入

＜課題を踏まえての対応＞
※集計後記入

ウ

省エネ改修事業の準備（補助金
申請等）

施設の省エネ改修の実施

ＥＳＣＯ事業の導入促進（導入可
能性調査等）

＜取組の目標＞
ア　省エネ法に基づく管理標準による的確な施設管理・運用
イ　省エネの取組
ウ　省エネ改修の実施
ウ　ＥＳＣＯ事業の実施の検討

＜結果（取組結果）＞
ア　○
イ　○
ウ　○
ウ　○

＜評価＞
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③電力調達の効率化〔取組所属：◎総務部総務課、各部局主管課、各庁舎管理所属〕

【現状・課題（平成25年度時点）】 【改革内容】

【具体的工程】

年度

（実施なし）

　現在、導入が進められている電力の競争的手続による調達について、県庁舎や合同庁舎などの一部の庁舎にとどまっている。
ア　平成27年度を目途に、可能な庁舎の電力調達に競争的手続を導入する。
イ　更に、契約の全庁一本化や複数年契約の導入を検討する。

計画（上段）・結果（下段）
取組状況

作　　業 １四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期

－

＜要因分析＞
　社会保障・税番号制度開始
（H28年1月１日番号利用開始）
に必要な業務（行革大綱「行政
改革における今後の中長期的課
題」(2)）に優先的に取り組んだた
め、電力入札状況の実施調査止
まりとなってしまった。（※26年度評価
における委員会意見等を踏まえ修正）

＜次年度への課題＞
　H26年度に電力調達の競争的
手続の導入の検討ができなかっ
たため、導入の検討を引き続き
行う必要がある。

＜課題を踏まえての対応＞
　まずは可能な庁舎において、電
力調達の競争的手続を実施する
ため、H27年度の行程を見直す。

H27

ア

検討作業部会において電力調達
に係る競争的手続の導入の検
討・方針決定

＜取組の目標＞
ア　可能な庁舎に係る電力調達の競争的手続実施　100％
イ　全庁一本化や複数年契約への移行等の検討

＜結果（取組結果）＞
ア　△
イ　△

＜評価＞

H26

ア

検討作業部会において電力調達
に係る競争的手続の導入の検
討・方針決定

＜取組の目標＞
ア　可能な庁舎に係る電力調達の競争的手続実施　100%

＜結果（取組結果）＞
ア　△

＜評価＞

Ｃ平成27年度契約手続の準備、
執行

＜参考指標＞
ア　電力調達の競争的手続導入施設数
　　［25年度（26年度契約分）　111施設］

＜結果（取組後の指標値）＞
ア　26年度（27年度
契約分）　117施設

Ｃ平成28年度契約手続の準備、
執行

＜参考指標＞
ア　電力調達の競争的手続導入施設数

＜結果（取組後の指標値）＞
ア　27年度（28年度
契約分）　118施設

イ
検討作業部会において、全庁一
本化や複数年契約への移行等
の課題の検討

＜要因分析＞
ア　電力入札の事務手続資料を
掲載したり、電力入札の実施を
検討している施設の相談に応じ
たものの、可能な施設を絞って検
討を行わなかったため、合計で１
施設の増にとどまった。
イ　電力入札の全庁一本化や複
数年契約への移行の可能性つい
ては、他の都道府県の情報収
集、分析に時間を要したため、結
論には至らなかった。（※以上、27年
度評価における委員会意見等を踏まえ修正）

＜次年度への課題＞
ア　負荷率が小さい施設（夜間に
あまり電気を使わない）で電力入
札を実施していない施設につい
て、対象施設を絞って競争的手
続の導入の検討を行い、導入施
設数を増やす必要がある。
イ　全庁一本化や複数年契約へ
の移行について、実施が可能か
どうか引き続き検討を行う必要が
ある。（※以上、27年度評価における委員
会意見等を踏まえ修正）

＜課題を踏まえての対応＞
ア　電力入札を実施していない
施設において、導入できそうな施
設の洗い出しを行い、導入を実
施していない理由等の調査を
行った上で、導入を促す。
イ　全庁一本化や複数年契約の
可能性について検討を行い、28
年度中に結論を出す。（※以上、
27年度評価における委員会意
見等を踏まえ修正）

－
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④オープンカウンタ方式による見積合せの導入〔取組所属：◎会計課、各地域機関〕〔関係所属：県庁各所属〕

【現状・課題（平成25年度時点）】 【改革内容】

【具体的工程】

年度

イ
検討作業部会において、全庁一
本化や複数年契約への移行等
の課題の検討

　現在、会計課が契約事務を行う随意契約案件では、見積の相手先を指名した見積合せを実施しているが、競争性を高めることによる安価
な調達と業者の参入機会の拡大を図っていく必要がある。

ア　見積の相手先を特定せず案件を公開し、一定の資格を有する見積参加希望者から
見積書の提出を受け付ける方法（オープンカウンタ方式）について、会計課の調達におい
て、要領に基づき試行を実施し、効果を検証した上で、本格導入する。
イ　地域機関への導入についても検討する。

ア

未導入庁舎に係る電力調達の
競争的手続導入可能性検討

＜取組の目標＞
ア　可能な庁舎に係る電力調達の競争的手続実施　100％
イ　全庁一本化や複数年契約への移行等の検討

＜結果（取組結果）＞
ア　△
イ　△

＜評価＞

Ｂ平成29年度契約手続の準備、
執行

＜参考指標＞
ア　電力調達の競争的手続導入施設数

＜結果（取組後の指標値）＞
ア　28年度（29年度
契約分）　119施設

H28

＜要因分析＞
ア　電力入札の導入可能な施設
の洗い出しをし、導入を促した結
果、新たに２施設導入した。な
お、導入済みの１施設が電力入
札の対象外（高圧から低圧に変
更）となったため、合計では１施
設の増となった。
イ　長期継続契約の検討を行っ
たが、長期継続契約は燃料費変
動等のリスクからコスト削減につ
ながらない可能性があり、引き続
き他県の状況等を確認しながら
検討していくこととした。

＜次年度への課題＞
ア　部局ごとに電力入札を行って
いるため、年間使用電力量が少
ない部局は、電力入札が実施で
きない状況（入札不調、削減効
果なし）となっている。

＜課題を踏まえての対応＞
ア　電力入札が実施できていな
い施設（電力入札が可能な施
設）について、複数部局まとめる
ことにより年間使用電力量を増や
し、電力入札が実施できるよう複
数部局まとめての電力入札を実
施する方法を検討する。

－

＜評価＞

Ｂ発注所属及び業者へオープンカ
ウンタの試行について周知

＜参考指標＞
ア　オープンカウンタ方式により執行した会計課の見積合せ数・割合
［24年度　0件、25年度　0件］

＜結果（取組後の指標値）＞
ア　170件/455件・
37％

計画（上段）・結果（下段）
取組状況

作　　業 １四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期

H26

ア

オープンカウンタ方式導入のため
の方針決定

＜取組の目標＞
ア　オープンカウンタ導入のため方針決定、周知
ア　紙執行による試行の実施

＜結果（取組結果）＞
ア　△
ア　○

会計局調達案件について紙執行
によるオープンカウンタ試行開
始、各月毎に課題の洗い出し

＜要因分析＞
　計画通り進めることができたが、
周知について不足している部分
があった。

＜次年度への課題＞
・周知を再度行う。
・オープンカウンタの試行を継続
し、本施行に向けての検証をす
る。
・オープンカウンタに、最低制限
価格制度の導入を検討する。

＜課題を踏まえての対応＞
　H28年度にオープンカウンタの
本施行に向け、H27年度以降の
実施計画を見直す。

－
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H27

ア
会計局発注案件についてオープ
ンカウンタ（紙執行）の試行継続

＜取組の目標＞
ア　オープンカウンタの試行継続

＜結果（取組結果）＞
ア　○

＜評価＞

Ｂ

－

＜参考指標＞
ア　オープンカウンタ方式により執行した会計課の見積合せ数・割合
ア　印刷物の１案件あたりの参加業者数

＜結果（取組後の指標値）＞
ア　312件/448件・
70％
ア　8者

＜要因分析＞
　再度の周知を行った結果、制
度の知名度が上がり、継続的に
参入者の増大を図ることができ
た。
　一方で、本施行に向けた課題
（最低制限価格導入検討等）の
整理は未着手である。
（※以上、27年度評価における委員会意見
等を踏まえ修正）

＜次年度への課題＞
　オープンカウンタ試行期間の総
検証を継続しながら、本施行に
向けた課題の整理、検討を行う
必要がある。（※27年度評価における委
員会意見等を踏まえ修正）

＜課題を踏まえての対応＞
　オープンカウンタ制度の修正を
行い、本施行に移行する。（※27年
度評価における委員会意見等を踏まえ修正）

イ 地域機関への導入検討
＜要因分析＞
　公正な取引秩序の維持や健全
な業者育成等のため、平成２９
年度から一部の印刷物に最低制
限価格を導入する改正をしたとこ
ろである。このため、今後、当該
制度改正後の施行実績をふまえ
ての検証を行うことが必要となり、
すぐには本施行とせず、試行を継
続することとした。
　これにより、電子執行導入及び
地域機関への導入検討は先延
べすることとした。

＜次年度への課題＞
　制度改正後の検証を行う必要
がある。また電子執行導入の検
討を開始する必要がある。

＜課題を踏まえての対応＞
　制度改正の検証を行い、電子
入札の可能性を探るため、デー
タの収集、整理、分析を行う。

－

H28

ア

会計局発注案件についてオープ
ンカウンタ（紙執行）の試行継続
及び本施行検討

＜取組の目標＞
ア　紙執行によるオープンカウンタの試行継続及び本施行検討
ア　電子執行導入の検討着手
イ　地域機関への導入の検討着手

＜結果（取組結果）＞
ア　○
ア　×
イ　×

＜評価＞

Ｂ会計局発注案件についてオープ
ンカウンタ（電子執行）の導入検
討

＜参考指標＞
ア　オープンカウンタ方式により執行した会計課の見積合せ数・割合
ア　印刷物の１案件あたりの参加業者数

＜結果（取組後の指標値）＞
ア　294件/444件・
66.2％
ア　6.5者
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⑤公共工事の経費節減〔取組所属：◎建設企画課、県土整備部各所属〕

【現状・課題（平成25年度時点）】 【改革内容】

【具体的工程】

年度

　公共事業は投資規模が大きいことから、計画段階から事業実施の各段階における創意工夫により、コスト縮減に取り組むことが重要であ
る。
　したがって、特別に編成された専門技術を持つ技術者のチームが、県民（使用者）の立場を考慮しつつ、様々な視点から原設計の見直し
を行う設計ＶＥ活動を継続実施するとともに、今後、新規事業着手を予定している箇所について、設計の最適化による一層のコスト縮減の取
組を推進する必要がある。

　平成25年度から平成34年度の10年間における建設系事業（維持管理系事業を除く）
のコスト縮減目標を3％に設定し、設計ＶＥ等の取組により公共事業の経費節減に取り組
む。

計画（上段）・結果（下段）
取組状況

作　　業 １四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期

H27

コスト縮減対象箇所の抽出
＜取組の目標＞
コスト縮減の取組

＜結果（取組結果）＞
○

＜評価＞

Ａ設計ＶＥ等コスト縮減の取り組み

H26

コスト縮減対象箇所の抽出
＜取組の目標＞
コスト縮減の取組

＜結果（取組結果）＞
○

＜評価＞

Ａ設計ＶＥ等コスト縮減の取り組み
＜参考指標＞
設計ＶＥ実施回数［25年度　4箇所］

＜結果（取組後の指標値）＞
3箇所

成果とりまとめ

＜参考指標＞
設計ＶＥ実施回数

＜結果（取組後の指標値）＞
4箇所

成果とりまとめ
＜要因分析＞
　前年度から対象事業箇所の抽
出等の準備を行うことで、年度初
めから計画的に設計ＶＥの執行
を行うことができた。（※27年度評価に
おける委員会意見等を踏まえ追記）

＜次年度への課題＞
　現時点では、設計をしたら必ず
ＶＥ活動を実施するといった状況
にはなっていないため、導入拡大
等の検討を行う必要がある。（※
27年度評価における委員会意見等を踏まえ
追記）

＜課題を踏まえての対応＞
　引き続き設計ＶＥの取組を継続
していき、ＶＥ経験の無い職員の
参加を促したり、ＶＥに関する研
修の開催等でＶＥに対する理解
を深め、まずは、導入拡大の基
盤づくりをしていきたい。（※27年度
評価における委員会意見等を踏まえ追記）

－

＜要因分析＞
－

＜次年度への課題＞
なし

＜課題を踏まえての対応＞
なし

＜要因分析＞
　前年度からの準備で計画的に
設計ＶＥの執行を行うことができ
た。
　また、実施した２件とも設計ＶＥ
未経験者の参加を促すことがで
き、拡大に向けた取組も行うこと
ができた。

＜次年度への課題＞
　行き過ぎたコスト縮減は、公共
工事の品質の低下を招く恐れが
あるため、コストと品質の両方を
確保した設計ＶＥの実施が必要
である。

＜課題を踏まえての対応＞
 コスト縮減のみを重視するので
はなく、価値向上に着目した目標
設定を行って継続的に設計ＶＥ
を実施していく。

H28

コスト縮減対象箇所の抽出
＜取組の目標＞
コスト縮減の取組

＜結果（取組結果）＞ ＜評価＞

Ａ設計ＶＥ等コスト縮減の取り組み
＜参考指標＞
設計ＶＥ実施回数

＜結果（取組後の指標値）＞
２箇所

成果とりまとめ
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【全体を通じた成果評価（中間評価）】

Ｂ

＜評価の理由＞
　エネルギー使用量削減と公共工事の経費節減は進んでい
るが、電力調達の効率化の取組は遅れている。

Ｂ

＜評価の理由＞
　合同庁舎と合同で資源ごみ売払等を実施する単独庁舎所
属や入札による電力調達を実施する施設が徐々に増えてい
るが、まだ増やせる余地がある。

Ｂ

＜評価の理由＞
 オープンカウンタについては、平成２６年度下半期から試行し
てきたが、公正な取引秩序の維持や健全な業者育成等のた
め、平成２９年度から一部の印刷物に最低制限価格を導入す
る改正をし、制度の改善をしたところである。今後、当該制度
改正後の施行実績をふまえ検証を行うことが必要となることか
ら、すぐには本施行とせず、試行を継続することとした。これに
より、電子執行導入及び地域機関への導入検討は先延べす
ることとした。
　新規事業に着手する箇所について設計ＶＥ活動を継続的に
取り組み、設計の最適化を推進できた。

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

＜行政改革評価・推進委員会の意見＞
・やる気があれば最も改善の進む領域ではないか。未着手項目が多く、遺
憾。今後もやれることから、積極的にやっていって欲しい。

【具体的な取組①、③について】
・なぜ別の業務を優先せざるを得なくなったのかが、要因分析では不明。
・要因分析で「別の業務を優先した」は行政改革大綱の改革は業務の優
先順位が低く設定されていることが伺える。今年度は優先順位をあげて取
り組んでいるのか。
・資源ごみ売払額が改善していることは評価できる。未導入の施設への指
導を実施し、資源ごみの売り払い、無償回収施設が拡大することが期待さ
れる。
【具体的な取組②について】
・節電はいいが、庁舎内が薄暗いと雰囲気が悪いので適性を図っていた
だきたい。
・エネルギー削減5％目標は少なすぎる。
【具体的な取組④について】
・周知不足の要因が不明である。
【具体的な取組⑤について】
・コスト縮減の取り組みとして３カ所でＡ評価の妥当性がわからない。ＶＥに
よる効果額であったり、いくつの公共工事のうちＶＥ活動が３箇所行われた
などの結果が必要ではないか。

＜行政改革評価・推進委員会の意見＞

【具体的な取組②について】
・要因分析欄が空欄となっている。実施結果評価Ａであれば、行政の自
己努力によるものか、外部要因によるところが大きいかを分析すべき。
【具体的な取組③について】
・要因分析の記載内容について、改革内容アはなぜ「１施設の増のみ、
電力入札可能と考えられる全ての施設の実施に至らず」となったのか、改
革内容イはなぜ「結論に至らず」となったのかを分析すべき。
【具体的な取組④について】
・結果○であれば実施結果評価はＢではなくＡのようにも考えられる。
【具体的な取組⑤について】
・民間企業ではＶＥ活動は設計したら必ず実施するという意識がある。可
能であれば、設計したら必ずＶＥ活動を実施するルールづくりを行ってもら
いたい。
・要因分析・次年度への課題・課題を踏まえての対応の各欄が空欄。

＜行政改革評価・推進委員会の意見＞
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【総合評価（最終評価）】 【改訂履歴】

Ｂ

＜課題＞
・部局ごとに電力入札を行っているため、年間使用電力量が少ない部局は、電力入札が実施できない状況（入札不調、削減効果なし）となってい
る。
・オープンカウンタについては、制度のさらなる充実、効率的な実施、制度の拡大等の検討が課題である。
・行き過ぎたコスト縮減は、公共工事の品質の低下を招く恐れがあるため、コストと品質の両方を確保した設計ＶＥの実施が必要である。

取組事項 (2)実施方法の工夫による効率化 H27.4～8　H26年度自己評価の実施
H27.4～8　②　組織改正により取組所属変更
H27.4～8　①③④　H26年度取組結果を踏まえ、H27年度以降の
工程見直し
H27.9～10　H26年度第三者評価の実施
H28.2～5　H27年度自己評価の実施
H28.2～5　①②③　H27年度取組結果を踏まえ、H28年度の工程
見直し
H28.6　H27年度第三者評価の実施
H29.3～6　H28年度自己評価及び総合評価の実施

＜推進期間終了後の成果指標＞
①　各庁舎における資源ごみ売払い額
②　エネルギー使用量　H27年度に5％削減（H22年度比）、H32年度に
5％削減（H27年度比）
③　競争的手続による電力調達での電気料金削減額
④-1　オープンカウンタ方式により執行した会計課の見積合せ数・割合
④-2　印刷物の１案件あたりの参加業者数
⑤　公共工事の経費縮減の取組の継続的な実施

＜推進期間終了後の成果指標値＞
① 　1,457千円（H26：563千円　H27：498千円　H28：396千円）
② 集計後記入
③　4.7億円（平成27～29年度契約分）
④-1　７７６件／１，３４７件　５７．６％
④-2　８．１者
⑤ 実施箇所　９箇所

＜評価＞ ＜評価の理由＞
・電気料金を３年間で合計4.7億円削減したが、複数部局をまとめて入札を実施するなど、まだ削減できる余地がある。
・平成２６年度下半期からオープンカウンタを試行したが、平成２９年度から一部の印刷物に最低制限価格を導入する改正をしたため、
当該制度改正後の施行実績をふまえての検証を行うことが必要となり、試行を継続することとした。　これにより、地域機関への導入検討
は先延べすることとした。
　一方で、成果指標である印刷物の１件あたりの参加業者数はオープンカウンタ試行後は８．１者であり、オープンカウンタ試行前の５．８
者を上回る成果を得た。
・毎年、継続的に設計ＶＥを実施することができ、公共事業の経費縮減を図るとともに、設計の最適化に努めることができた。
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群馬県行政改革大綱実施計画 平成29年6月現在

【具体的な取組】

①政策的視点からの事務事業の効果的実施〔取組所属：◎総務部総務課、見直し事務事業所管所属〕

【現状・課題（平成25年度時点）】 【改革内容】

【具体的工程】

年度

目標 2　「仕事の仕方」の改革 改革 改革5　事務事業執行の効率化 取組事項 (3)時代や環境の変化に合わせた事務事業の推進

①政策的視点からの事務事業の効果的実施
②「業務改善のヒント」の実践・徹底

　外部の視点を加えた多角的な視点から事務・事業の検証等を実施して政策議論を深め、職員の意識改革を図るとともに、県民目線の県
政の実施につなげている。
　通常の予算編成作業に加えて、部局横断的に事務･事業を対象として検証等を行うことは効果的であることが判明した一方、対象事業の
選定、審理時間、委員の選任、判定のあり方など全般に渡って改善が求められている。

　事務・事業見直し委員会について、委員の選任及び判定（判断）のあり方のほか、対象
案件を絞り、選定の段階から第三者が参加し、十分な審理時間を確保した委員会となる
よう抜本的な見直しを行った上で実施する。

計画（上段）・結果（下段）
取組状況

作　　業 １四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期

＜要因分析＞
　施策を審議対象とし政策議論
を深めることを重視した審議方法
へ変更したことによって、従前より
も審理時間を確保することができ
た。

＜次年度への課題＞
なし

＜課題を踏まえての対応＞
なし

事務･事業見直し委員会の実施に係る
評価・改善

H27

事務･事業見直し委員会の実施方法
等の見直し

＜取組の目標＞
政策的視点からの事務事業の効果的実施

＜結果（取組結果）＞
○

＜評価＞

Ａ

H26

事務･事業見直し委員会の実施方法
等の見直し

＜取組の目標＞
政策的視点からの事務事業の効果的実施

＜結果（取組結果）＞
○

＜評価＞

Ａ事務･事業見直し委員会の実施
＜参考指標＞
・対象事業数［24年度　14事業、25年度　13事務・事業］
・1事業当たり審理時間［24年度　100分、25年度　110分］

＜結果（取組後の指標値）＞
・7施策
・120分

参加職員の意識の変化及び見直し対
象事務・事業の対応状況等のフォロー
アップ

事務･事業見直し委員会の実施

＜参考指標＞
・対象事業数
・1事業当たり審理時間

＜結果（取組後の指標値）＞
①新規 2施策、150
分
②昨年度提言フォ
ローアップ 7施策、30
分参加職員の意識の変化及び見直し対

象事務・事業の対応状況等のフォロー
アップ

＜要因分析＞
・昨年度提言を受けた各施策の
取組状況の検証・評価を新たに
実施した。

＜次年度への課題＞
なし

＜課題を踏まえての対応＞
なし

事務･事業見直し委員会の実施に係る
評価・改善
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②「業務改善のヒント」の実践・徹底〔取組所属：◎総務部総務課〕〔関係所属：全所属〕

【現状・課題（平成25年度時点）】 【改革内容】

【具体的工程】

年度

（実施なし）

（実施なし）

＜結果（取組後の指標値）＞
未実施

事務事業の効果的な実施に関する助
言の実施方法検証

（実施なし）

（実施なし）

３四半期 ４四半期

H26

ア
「業務改善のヒント」の時点修正
的見直し及び周知

＜取組の目標＞
ア　「業務改善のヒント」の周知
イ　試験事務見直し方針策定

＜要因分析＞
・行革評価・推進委員会の所掌
事項に「事務事業の効果的な実
施に関する助言」を加え、体制を
整えたが、次期行政改革大綱策
定に係る審議があり、実施に至ら
なかった。

＜次年度への課題＞
・趣旨を踏まえて、審議するテー
マの設定、審議の実施方法等を
検討する必要がある。

＜課題を踏まえての対応＞
・審議テーマの設定、委員への
提示を行い、審議を実施する。
・審議にあたっては、十分な審理
時間を確保する。

　県民サービスの向上や業務の効率化を図るため策定した「業務改善のヒント」について、再徹底を図る必要がある。
　試験事務などの定例的、慣例的に行われている事務について、改めて、「業務改善のヒント」に記載の視点を活用して、必要性や実施方法
等について見直す必要がある。

ア　「業務改善のヒント」を一部内容見直しの上、徹底を進める。
イ　試験事務の実施方法等の見直しを行う。
ウ　イベント等の実施方法等の見直しを行う。

計画（上段）・結果（下段）
取組状況

作　　業 １四半期 ２四半期

H28

事務事業の効果的な実施に関する助
言の実施方法等検討

＜取組の目標＞
政策的視点からの事務事業の効果的実施

＜結果（取組結果）＞
×

＜評価＞

Ｃ事務事業の効果的な実施に関する助
言に関する委員会審議

＜参考指標＞
・対象事業数
・1事業当たり審理時間

＜結果（取組結果）＞
ア　○
イ　×

＜評価＞

Ｂ

イ

試験事務実施関係課ヒアリング

＜参考指標＞
ア　「業務改善のヒント」周知度・見直し提案意見数［未把握］
イ　県が実施主体の試験事務数［24年度　28件、25年度　未把
握］

＜結果（取組後の実績値）＞
ア　未把握
イ　未把握

試験事務見直し方針策定

＜要因分析＞
　「業務改善のヒント」を時点修正
的な見直しにとどめず、職員が業
務改善を身近なものとしてとらえ
実践につながるよう、全般的な見
直しを行った。このため、「業務改
善のヒント」の見直しに時間がか
かり、試験事務の見直しまで至ら
なかった。（※26年度評価における委員
会意見等を踏まえ修正）

＜次年度への課題＞
　試験事務の見直しに着手する
必要があるが、試験事務に限定
せず、事務事業執行の効率化に
寄与する取組を進める必要があ
る。（※26年度評価における委員会意見等
を踏まえ修正）

＜課題を踏まえての対応＞
　試験事務の見直しに向けて、
27年度の工程を修正する。

－
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（実施なし）

（実施なし）

（実施なし）

＜参考指標＞
なし

＜結果（取組後の指標値）＞
－

－

＜要因分析＞
　平成25年７月に行った県直営
での試験事務の庁内実態調査を
分析し、試験事務のうち「試験当
日の監督業務」の外部委託（指
定試験機関での実施含む）や
「試験問題作成」の他自治体との
広域連携の可能性を探ったが、
各試験事務ごとの事情が想定以
上に複雑で当年度中に見直し内
容を整理しきれなかった。

＜次年度への課題＞
　外部委託が実施できていない
試験事務については、既に職員
の事務負担が少ない、経費があ
まりかかっていない、委託先とし
て適当な指定試験機関がないな
ど外部委託を実施することが難し
いものも多いため、外部委託が実
現できそうな試験をいくつか絞っ
て検討を行う必要がある。（※27年
度評価における委員会意見等を踏まえ修正）

＜課題を踏まえての対応＞
　外部委託が実施できそうな試
験事務をいくつか選び出して、外
部委託に当たって支障となること
や外部委託によるメリット等の調
査を行い、導入の可否について
検討を行う。（※27年度評価における委
員会意見等を踏まえ修正）

H27 イ

試験事務の実態把握、見直し内
容の検討

＜取組の目標＞
イ　見直し方針策定

＜結果（取組結果）＞
×

＜評価＞

Ｃ試験事務見直し方針検討・策定

ウ

その他イベント・表彰等の定例
的・慣例的な事務について実態
把握

＜要因分析＞
　他県で外部委託の実績がある
試験事務について、本県の状況
を調査した結果、既に外部委託
や一部委託などにより効率的に
実施している状況であった。ま
た、今回調査を実施した以外の
試験事務についても、職員の事
務負担や経費負担が小さい、適
当な委託先がないなど外部委託
が難しく、各試験事務ごとの見直
し方針は策定しないこととした。
　イベント等については、必要性
の検証や、実施方法の見直し等
を「業務改善のヒント」において示
しているため、実態把握は行わな
いこととした。

＜次年度への課題＞
　コスト削減や業務効率化等のた
め、アウトソーシングについては、
継続して取り組んでいく必要があ
る。

＜課題を踏まえての対応＞
　民間との連携による県民サービ
ス向上に関する取り組みの中で、
取組を進める。

－

H28

イ

試験事務の実態把握、見直し内
容の検討、見直しの基本的な考
え方整理

＜取組の目標＞
イ　各試験事務ごとの見直し方針策定
ウ　その他のイベント・表彰等事務実態把握

＜結果（取組結果）＞
イ　×
ウ　×

＜評価＞

Ｃ各試験事務ごとの見直し方針検
討・策定

＜参考指標＞
なし

＜結果（取組後の指標値）＞
－
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【全体を通じた成果評価（中間評価）】

【総合評価（最終評価）】 【改訂履歴】

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

Ａ

＜評価の理由＞
　事務・事業見直し委員会について、十分な審理時間を確保
した上で、政策議論を深め、委員会の提言を得ることができ
た。 Ｂ

＜評価の理由＞
・事務・事業見直し委員会については、新たに昨年度提言を
行った施策のフォローアップを行うなど政策議論をさらに深め
て施策の効果的実施に取り組むことができた。一方、試験事
務の見直しはあまり進展していない。 Ｃ

＜評価の理由＞
・政策的視点からの事務事業の効果的実施については、行革
評価・推進委員会の所掌事項に「事務事業の効果的な実施
に関する助言」を加え、体制を整えたが、実施に至らなかっ
た。
・試験事務の見直しは行ったが、新たに外部委託を行った試
験事務はなかった。

Ｃ
＜課題＞
　事務事業の効率的・効果的な実施に関する審議を実施するため、審議テーマの設定や審議の進め方等について検討を進める。
　試験事務以外でも外部委託により効率的・効果的に実施できる事務については、外部委託を進める必要がある。

＜行政改革評価・推進委員会の意見＞
・一部の取組しかなされていないのに、なぜ成果評価をＡ（大きな成果あ
り）と言えるのか疑問。

【具体的な取組①について】
・対象事業の選定、委員会での審理など、効果的な取り組みが実施され
たと評価できる。今後は、事業見直しの提言が、どのように活用され、成
果を出しているか、継続的に評価する必要がある。
【具体的な取組②について】
・改革内容イ（試験事務の実施方法等の見直しを行う）を取り組まず、結
果（県が実施主体の試験事務数を）未把握でなぜ評価がＢか。
・どのように遅れ挽回ははかるのか。
・業務改善のヒントだけではなかなか改善が進まないと思われるので、民
間出身ＯＢも入れた改善推進チームが職場に入って一緒に改善を進める
ことで職場に改善の能力を身につけさせる必要があると思われる。

＜行政改革評価・推進委員会の意見＞

【具体的な取組①について】
・事務・事業見直し委員会では、平成26年度提言事業のフォローアップを
実施しており、継続的に成果を確認したという点で評価できる。
【具体的な取組②について】
・次年度への課題欄と課題を踏まえての対応欄の記載内容が重複してい
る。

＜行政改革評価・推進委員会の意見＞

取組事項 (3)時代や環境の変化に合わせた事務事業の推進 H27.4～8　H26年度自己評価の実施
H27.4～8　①②　H26年度取組結果を踏まえ、H27年度の工程見
直し
H27.9～10　H26年度第三者評価の実施
H28.2～5　H27年度自己評価の実施
H28.2～5　①②　H27年度取組結果を踏まえ、H28年度の工程見
直し
H28.6　H27年度第三者評価の実施
H29.3～6　H28年度自己評価及び総合評価の実施

＜推進期間終了後の成果指標＞
①　事務・事業見直し委員会の提言を踏まえ、事務事業の実施方法の見
直しを行った事業数
②　新たに外部委託を行った試験事務数

＜推進期間終了後の成果指標値＞
①　９件
②　０件

＜評価＞ ＜評価の理由＞
・事務・事業の効率的・効果的な実施に関する審議を、行政改革評価・推進委員会の所掌事務に加えたが、審議方法等の検討、審議
の実施に至らなかった。
・試験事務の見直しは行ったが、新たに外部委託を行った試験事務はなかった。
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群馬県行政改革大綱実施計画 平成29年6月現在

【具体的な取組】

【現状・課題（平成25年度時点）】 【改革内容】

【具体的工程】

年度

（実施なし）

（実施なし）

（実施なし）

（実施なし）

目標 2　「仕事の仕方」の改革 改革 改革6　民間活力やノウハウの効果的な活用 取組事項 (1)民間との連携による県民サービスの向上

４四半期

H26

ア 庁舎等建て替え計画の確認

＜取組の目標＞
ア　庁内における建て替え計画等の把握
イ　ＰＦＩに係るモニタリングガイドラインの策定

＜結果（取組結果）＞
ア　×
イ　×

ＰＦＩに係るモニタリングガイドライン
策定

－

①ＰＦＩなど民間活力やノウハウの積極的な活用の推進
②ＮＰＯなどとの協働事業の推進
③建設産業の担い手育成

①ＰＦＩなど民間活力やノウハウの積極的な活用の推進〔取組所属：◎総務部総務課〕〔関係所属：管財課、各庁舎管理所属〕

　ＰＦＩをはじめとした、民間資金やノウハウ等を活用した公共施設の整備について、国で積極的に取り組む動きがある。
　本県においても、平成24年度にＰＦＩ事業等活用ガイドラインを制定し、ＰＦＩ導入に当たっての基本的な考え方や検討の流れ等を整理した。
　今後、ＰＦI等の手法の活用について、ガイドラインに則った検討等が着実に進められる必要がある。
　また、ＰＦＩ導入後の運営状況等を把握・点検するための制度構築等も行っていく必要がある。

ア　庁舎の建て替え計画を確認する。その結果、ＰＦＩ導入の可能性がある施設があった
場合は、導入の検討を積極的に行う。
イ　導入後の運営状況を把握点検するため、モニタリングガイドラインを作成する。
ウ　PPP/PFI手法導入を優先的に検討するための規程を定める。

計画（上段）・結果（下段）
取組状況

作　　業

＜評価＞

Ｄ

イ

ＰＦＩ部会におけるＰＦＩに係るモニ
タリングガイドラインの検討

＜参考指標＞
ア　ＰＦＩ事業導入検討対象施設数［25年度　未把握］

＜結果（取組後の指標値）＞
ア　未把握

ＰＦＩモニタリングガイドラインパブ
リックコメント

＜要因分析＞
ア　公共施設等総合管理計画
（27年度末までに策定予定）にお
ける方針に沿って取り組むほうが
効率的に作業を進めることができ
ると考え、建て替え計画等の把
握は見合わせた。（※26年度評価にお

ける委員会意見等を踏まえ修正）

イ　本実施計画策定時にPFI導入
が検討されていた施設を想定し
て改革内容に掲げていたが、当
該施設はPFI以外の手法で整備
することとなったため、当面モニタ
リングガイドラインの作成は見送
る。（※26年度評価における委員会意見等
を踏まえ修正）

＜次年度への課題＞
　26年度の実施結果及び要因
分析を踏まえ、PFIなど民間活力
やノウハウの積極的な活用の推
進に向けてより効果的な取組を
実施していくためには、改革内容
を見直す必要がある。（※26年度評
価における委員会意見等を踏まえ修正）

＜課題を踏まえての対応＞
　改革内容としてイの取組を実施
するよりも、新たに改革内容とす
るウの取組に注力するほうが、民
間活力やノウハウのより積極的な
活用の推進につながると考えら
れるため、27・28年度の工程を
変更する。（※26年度評価における委員
会意見等を踏まえ修正）

１四半期 ２四半期 ３四半期
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H28

ア・ウ

PPP/PFI手法導入を優先的に検
討するための規程の検討（庁舎
等建て替え計画の確認含む）

＜取組の目標＞
ア・ウ　PPP/PFIの導入を優先的に検討するための規程策定（庁舎
等建て替え計画の確認含む）

＜結果（取組結果）＞
○

＜評価＞

Ａ

H27

ウ
PPP/PFI手法導入を優先的に検
討するための規程の検討

＜取組の目標＞
ウ　PPP/PFIの導入を優先的に検討するための規程の検討

－

＜要因分析＞
　国の「多様なPPP/PFI手法導入
を優先的に検討するための指
針」を踏まえ、「群馬県ＰＦＩ事業
等活用ガイドライン」を改定し、同
ガイドラインをＰＰＰ／ＰＦＩの導入
を優先的に検討するための規程
として策定した。策定にあたり、、
今後、施設の建替え等が見込ま
れる事業の把握を行った。

＜次年度への課題＞
　PFI事業等活用ガイドラインを策
定するなどPFI等の推進に取り組
んでいるが、対象となる事業（事
業費基準を満たす事業等）が少
ないこと、PFI等に対する県職員
のノウハウ不足、PFI等を実施する
地元企業が少ないなどの理由に
より、公共施設等の整備等に当
たって、民間活力の活用があまり
進んでいない。

＜課題を踏まえての対応＞
 PFI事業等のノウハウ習得や案
件形成能力の向上を図るため、
地域企業、金融機関、地方自治
体等が集まる地域プラットフォー
ム等の先進事例の調査を実施す
る。

＜結果（取組結果）＞
○

＜評価＞

Ａ

－

＜参考指標＞
なし

＜結果（取組後の指標値）＞
－

PPP/PFI手法導入を優先的に検
討するための規程策定

＜参考指標＞
なし

＜結果（取組後の指標値）＞
－

＜要因分析＞
　国の「多様なPPP/PFI手法導入
を優先的に検討するための指
針」を踏まえ、PFIなど民間活力
やノウハウの積極的な活用の推
進に向けて、事業費の総額が10
億円以上の公共施設の整備等
については、従来型手法に優先
してPPP/PFI手法導入を検討す
る仕組み（PPP/PFI手法導入を
優先的に検討するための規程）
の検討を行った。（※27年度評価にお
ける委員会意見等を踏まえ修正）

＜次年度への課題＞
　平成25年１月に策定した「群馬
県PFI事業等活用ガイドライン」が
あるが、当ガイドラインを国の指針
を踏まえ改訂したものを優先的
検討規程とするか、当ガイドライ
ンとは別に優先的検討規程を定
めるか検討する必要がある。（※
27年度評価における委員会意見等を踏まえ
修正）

＜課題を踏まえての対応＞
　ＰＦＩなどの活用の推進に向け
て、「群馬県PFI事業等活用ガイド
ライン」を改訂するのか、ガイドラ
インとは別に優先的規程を策定
するのか、他県の状況等を踏ま
え十分に検討を行い、平成28年
度中に優先的検討規程を策定
する。（※27年度評価における委員会意見
等を踏まえ修正）
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【現状・課題（平成25年度時点）】 【改革内容】

【具体的工程】

年度

（実施なし）

②ＮＰＯなどとの協働事業の推進〔取組所属：◎県民生活課〕〔関係所属：全所属〕

　厳しい財政状況の中で、協働の取組件数がやや減少傾向にあるが、協働事業の質の向上を図り、効果的に事業を実施するためには、職
員の意識向上に加え、政策サイクル（Plan-Do-Check-Action）の各段階における協働の推進が求められている他、県民、ＮＰＯ、企業、行政
等の広範かつ多様な担い手が、「協働の力」で地域課題の解決に当たる、マルチステークホルダー・プロセスの活用と地域での展開が求めら
れている。
　また、ＮＰＯは、人材・資金・情報面での課題を抱えており、認定ＮＰＯ法人の取得促進や寄附文化の醸成など、県民がＮＰＯを支える仕組
みを具体化していくことが課題となっている。

ア　マルチステークホルダー・プロセスの活用に向けた環境づくりのための庁内活用推進
を実施する。
イ　政策過程における協働を推進する。
ウ　ＮＰＯ法人の育成・指導を行う。

計画（上段）・結果（下段）
取組状況

作　　業 １四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期

＜結果（取組後の指標値）＞
ア・イ　100事業
ウ　27年3月末現在
831法人

ウ ＮＰＯ法人の育成・指導

＜要因分析＞
　関係資料の整備に時間がか
かった。

＜次年度への課題＞
　協働を推進するために、情報を
収集し提供していくことが必要

＜課題を踏まえての対応＞
　さらなる情報収集及び提供を
行う。

H26

ア
マルチステークホルダー・プロセ
スの庁内活用推進（関係資料の
庁内掲示板掲載とその周知）

＜取組の目標＞
ア　マルチステークホルダー・プロセスの活用に向けた環境づくり
イ　政策過程における協働の推進

＜結果（取組結果）＞
ア　△
イ　○

＜評価＞

Ｂ
イ

政策過程における協働の推進
（プラットフォーム意見交換会の
開催）

＜参考指標＞
ア・イ　ＮＰＯ・ボランティアとの協働事業数［25年度　95事業］
ウ　県内ＮＰＯ数［26年3月末現在　803法人］

＜結果（取組後の指標値）＞
ア・イ　105事業
ウ　28年3月末現在
844法人

ウ ＮＰＯ法人の育成・指導

＜要因分析＞
ア　27年度はＮＰＯ関連事業の
見直しを行ったため、マルチス
テークホルダー・プロセスの庁内
活用推進に向けた掲載を見合わ
せた。
イ　27年度に実施した「プラット
フォーム意見交換会」は、特定
分野の施策紹介にとどまり、政策
過程における具体的な協働の推
進につながらなかった。
（※以上、27年度評価における委員会意見
等を踏まえ修正）

＜次年度への課題＞
　市町村や中間支援団体が主体
の協働事業を推進する。

＜課題を踏まえての対応＞
　市町村等が主催する市民活動
事業に県が参加・支援する。

－

H27

ア
マルチステークホルダー・プロセ
スの庁内活用推進（関係資料の
庁内掲示板掲載とその周知）

＜取組の目標＞
ア　マルチステークホルダー・プロセスの活用に向けた環境づくり
イ　政策過程における協働の推進

＜結果（取組結果）＞
ア　△
イ　△

＜評価＞

Ｂ
イ

政策過程における協働の推進
（プラットフォーム意見交換会の
開催）

＜参考指標＞
ア・イ　ＮＰＯ・ボランティアとの協働事業数
ウ　県内ＮＰＯ数
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（実施なし）

＜結果（取組後の指標値）＞
ア・イ　93事業
ウ　29年3月末現在
870法人

ウ ＮＰＯ法人の育成・指導

＜要因分析＞
ア 県庁内所属が実施するＮＰＯ・
ボランティアとの協働関連事業一
覧をＨＰに掲載した。
イ　28年度はＮＰＯ関連事業の大
幅な見直しを行ったため、プラット
フォーム意見交換会は一定の役
割を終えたと判断し、廃止とし
た。

＜次年度への課題＞
・ＮＰＯ法人や企業、行政等、
様々な事業主体相互の連携が
不十分である。
・企業や行政とＮＰＯを結びつけ
る仕組みがない。
・運営基盤（人材・資金・実務力
など）に不安がある。

＜課題を踏まえての対応＞
・地域の未来ワークショップ開催
（年４回）
・ＮＰＯ・企業・行政 協働コンペ開
催（年１回）
・ＮＰＯ法人運営の適正化事業実
施（年間約100～２００法人を対
象）

H28

ア
マルチステークホルダー・プロセ
スの庁内活用推進（関係資料の
庁内掲示板掲載とその周知）

＜取組の目標＞
ア　マルチステークホルダー・プロセスの活用に向けた環境づくり
イ　政策過程における協働の推進

＜結果（取組結果）＞
ア　△
イ　―

＜評価＞

Ｂ
イ

政策過程における協働の推進
（プラットフォーム意見交換会の
開催）

＜参考指標＞
ア・イ　ＮＰＯ・ボランティアとの協働事業数
ウ　県内ＮＰＯ数
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【現状・課題（平成25年度時点）】 【改革内容】

【具体的工程】

年度

③建設産業の担い手育成〔取組所属：◎建設企画課〕

　県は、地元建設業者と「災害時応急対策業務に関する協定」（24年度実績：308社と協定締結）を結び、地域の危機管理体制を構築して
いる。
　そのため建設業者は、災害時の緊急対応を行うなど、地域の安全・安心のため重要な役割を担っており、降雪時の除雪などによる通行の
確保など、地域社会生活の安定を支えている。
　建設業界の技術者の高齢化や若手技術者の減少は、災害時の緊急対応に支障を来すだけでなく、社会資本整備・維持修繕における県
民サービスの低下につながるため、建設産業への入職率の向上施策等を講じる必要がある。

ア　産学官の関係者からなる連携会議により情報共有と効果的な対応策を検討・実施
していく。
イ　高校生及び大学生が現場の臨場感、達成感を享受できる効果的なインターンシップ
を実施する。
ウ　県内建設系の3大学、7高校の生徒や保護者への建設業者等による現状や将来性
についての講演を行う。
エ　高校における2級土木施工管理技士の学科の導入を図る。
オ　若手技術者向けの1級土木施工管理技士資格取得講座を開設する。

計画（上段）・結果（下段）
取組状況

作　　業 １四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期

H26

ア 産学官連携会議の開催

＜取組の目標＞
ア　会議とﾜｰｷﾝｸﾞの開催　①会議：１回(1期) ②WG:２回（3,4期)
イ　導入校数　①高校：2校　②大学（高専）：2校
ウ　実施校数　①高校：7校　②大学（高専）：3校
エ　導入高校数：5校
オ　講座参加者数：50人

＜結果（取組結果）＞
ア　○［①1回　②2
回］
イ　○［①4校　②3
校］
ウ　○［①7校　②3
校］
エ　○［6校］
オ　△［37人］

＜評価＞

Ｂ

イ
新しいインターンシッププログラム
の導入

ウ 学生（生徒）、保護者への広報
＜参考指標＞
・建設系高校の2級土木施工管理技士合格者数
［24年度　52人、25年度　55人］
・1級土木施工管理技士県内合格者数
［24年度　122人、25年度　146人］

＜結果（取組後の指標値）＞
・85人
・159人

エ
建設系高校への職業教育の導
入

オ
土木施工管理技士受験対策講
座の導入

＜要因分析＞
オ　講座を県内２箇所で開催し
たが、開催地が遠方で参加に抵
抗があった可能性あり。

＜次年度への課題＞
オ　社会人が参加しやすいように
講座開催場所を選定する。

＜課題を踏まえての対応＞
オ　講座希望者の勤務地等を把
握し、地域性を考慮しするなどし
て、講座場所を選定する。
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H27

ア 産学官連携会議の開催

＜取組の目標＞
ア　会議とﾜｰｷﾝｸﾞの開催 ①会議：１回(1期) ②WG:２回（3,4期)
イ　導入校数　①高校：4校　②大学（高専）：3校
ウ　実施校数　①高校：7校　②大学（高専）：3校
エ　導入高校数：6校
オ　講座参加者数：50人

＜結果（取組結果）＞
ア △［①1回　②1
回］
イ ○［①7校　②2校］
ウ △［①7校　②0
校］
エ ○［6校］
オ △［31人］

＜評価＞

Ｂ

イ
新しいインターンシッププログラム
の導入

ウ 学生（生徒）、保護者への広報
＜参考指標＞
・建設系高校の2級土木施工管理技士合格者数
・1級土木施工管理技士県内合格者数

＜結果（取組後の指標値）＞
・81人
・153人

エ
建設系高校への職業教育の導
入

オ
土木施工管理技士受験対策講
座の導入

＜要因分析＞
オ　資格取得対象者の減少によ
り、講座受講者が減少の可能性
あり。

＜次年度への課題＞
オ　資格取得対象者の現状を把
握し、未取得者の講座参加を増
やす。

＜課題を踏まえての対応＞
オ　他の資格を取得する講座開
催を検討する。

H28

ア 産学官連携会議の開催

＜取組の目標＞
ア　会議とﾜｰｷﾝｸﾞの開催 ①会議：1回(1期) ②WG:2回（3,4期)
イ　導入校数　①高校：7校　②大学（高専）：3校
ウ　実施校数　①高校：7校　②大学（高専）：3校
エ　導入高校数：6校
オ　講座参加者数：50人

＜結果（取組結果）＞
ア ○［①1回　②３
回］
イ ○［①7校　②2校］
ウ △［①7校　②0
校］
エ ○［6校］
オ △［１９人］

＜評価＞

Ｂ

イ
新しいインターンシッププログラム
の導入

ウ 学生（生徒）、保護者への広報
＜参考指標＞
・建設系高校の2級土木施工管理技士合格者数
・1級土木施工管理技士県内合格者数

＜結果（取組後の指標値）＞
・61人
・155人

エ
建設系高校への職業教育の導
入

オ
土木施工管理技士受験対策講
座の導入

＜要因分析＞
ウ　学生への講演について、大学
等と協議した結果、実施を見
送った。
オ　資格取得者の増加により、受
講対象者が減少している可能性
がある。

＜次年度への課題＞
ウ　学生向けに建設業の現状や
魅力を直接発信できる方法を検
討する。
オ　資格取得講座の参加者が減
少している。

＜課題を踏まえての対応＞
ウ　学生向けに建設業の現状や
魅力を新たな方法で直接発信す
る。
オ　資格取得対策講座への参加
促進について、業界と協議し対
策を検討する。
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【全体を通じた成果評価（中間評価）】

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

Ｂ

＜評価の理由＞
　建設業への入職を促すためインターンシッププログラムの導
入や保護者に対する広報など取り組みが実施できたが、庁舎
建て替えに民間活力・ノウハウを活用する基礎となる作業が遅
れている。

Ｂ

＜評価の理由＞
　各種取組は実施したものの、実際にＮＰＯなどとの協働や、
PPP/PFI手法導入を優先的に検討する具体的な規程の作成
までにはまだ至っていない。

Ｂ

＜評価の理由＞
・「群馬県ＰＦＩ事業等活用ガイドライン」の改定を行い、
PPP/PFI手法導入の検討対象事業等を庁内に周知し、ガイド
ラインに沿った検討が進むよう取り組んだ。
・政策プレゼン及び29年度当初予算編成を通じ、今後の共助
社会づくりに向けた抜本的な見直しを行い、29年度以降に実
施する「地域が主役の市民活動の推進」に向けた新規事業を
策定することができた。
・事業を着実に実施すると共に、建設業への入職を促すた
め、県内建設企業情報を紹介した企業情報誌と就職情報誌
を発行するなど、より具体的な情報提供を開始した。

＜行政改革評価・推進委員会の意見＞
具体的な取組①がＤ評価（未着手）で、取組事項(1)の成果Ｂ（成果あり）
と言えるのか。具体的な取組①は成果評価不要ということか。

【具体的な取組①について】
・改革内容アについて、要因分析は検討に着手できなかった要因をつきと
めなければ改革は進まないのではないか。庁舎建て替え計画を速やかに
確認して着手していただきたい。
・改革内容イについて、モニタリングガイドラインの策定について「不要」との
記載があるが、計画と矛盾している。計画策定時は必要であったから計画
化されたものを、策定は不要で片づけてよいものか。
・ＰＦＩ導入の検討等を引き続き進めて欲しい。
【具体的な取組②について】
・実施結果評価はＢではなくＡでもよいのではないか。
【具体的な取組③について】
・建設従事者が減少傾向にあると聞く。積極的に展開して欲しい。
・要因分析で、開催地が遠方であることを要因とするのでは、県内全域に
参加者を前提とした講座が開けなくなってしまう。場所の選定でなく、公共
交通の便の良さや曜日、時間帯などを参加者目線で検討する必要があ
るのではないか。

＜行政改革評価・推進委員会の意見＞
・実施した具体的な事例について、積極的に公開して欲しい。

【具体的な取組①について】
・要因分析欄記載の「（PPP/PFI手法導入を）優先的に検討するよう促す
仕組みの構築」が具体的に何を指すのかがわかりにくい。県民目線でわ
かりやすい表現に改めるべき。
【具体的な取組②について】
・改革内容アで掲げた「（マルチステークホルダー・プロセスの活用に向け
た環境づくりのための）庁内活用推進」がどこまで進んだのかが不明。
・要因分析の記載内容では説明不足である。また、「昨年度」とは何年度
のことを指しているのかがわからない。

＜行政改革評価・推進委員会の意見＞
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【総合評価（最終評価）】 【改訂履歴】

Ｂ

＜課題＞
・PFI事業等活用ガイドラインを策定するなどPFI等の推進に取り組んでいるが、対象となる事業（事業費基準を満たす事業等）が少ないこと、PFI等に
対する県職員のノウハウ不足、PFI等を実施する地元企業が少ないなどの理由により、公共施設等の整備等に当たって、民間活力の活用があまり進
んでいない。
・今後の共助社会づくりに向けての課題としては、ＮＰＯ法人や企業、行政等、様々な事業主体相互の連携が不十分であることや、企業や行政とＮＰ
Ｏを結びつける仕組みがないこと、運営基盤（人材・資金・実務力など）に不安があることなどが挙げられる。このため、これらの課題解決に役立つ事
業を地域のニーズを最優先に考えて実施していく必要がある。
・建設系高校生･大学生等を対象に事業を実施してきたが、担い手確保対策をさらに推進するため、より早い時期（小・中学生）に建設業の魅力を伝
え、関心を高める必要がある。

取組事項 (1)民間との連携による県民サービスの向上 H27.4～8　H26年度自己評価の実施
H27.4～8　②　組織改正により取組所属変更
H27.9～10　H26年度第三者評価の実施
H27.11～12　①　H26年度取組結果及び第三者評価意見を踏ま
え、H27年度以降の工程見直し
H28.2～5　H27年度自己評価の実施
H28.6　H27年度第三者評価の実施
H29.3～6　H28年度自己評価及び総合評価の実施

＜推進期間終了後の成果指標＞
①-1　PPP/PFI手法を活用した事業数
①-2　PPP/PFI手法導入の検討を行った事業数
②　ＮＰＯ・ボランティアとの協働事業数及び県内ＮＰＯ数
③　産学官が連携した若手技術者増加策構築

＜推進期間終了後の成果指標値＞
①-1　0件
①-2　1件
② 93事業，29年3月末現在870法人
③ 産学官連携会議を通じ入職を促進するための仕組みを構築した

＜評価＞ ＜評価の理由＞
・PFI事業等活用ガイドラインの改定を行うなど規定の整備は行ったが、PPP/PFIの導入検討実績が1件のみであった。
・推進期間を通じ、取組結果は十分とは言えなかったものの、今後の共助社会づくりに向けた市民活動の新たな方向性として、「地域が
主役の市民活動の推進」に向け、新規事業を策定することができた。
・建設業界の若手技術者確保対策として、業界の魅力を伝えるための事業の定着を図りつつ、県内建設企業への入職を促進するため
企業の情報を紹介した情報誌を発行する等新たな事業展開を行った。
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群馬県行政改革大綱実施計画 平成29年6月現在

【具体的な取組】

【現状・課題（平成25年度時点）】 【改革内容】

【具体的工程】

年度

（実施なし）

（実施なし）

＜参考指標＞
・　県が設置する公の施設数［25年度　99施設］
ア　公の施設のうちの直営施設数［25年度　52施設］
イ　公の施設のうちの指定管理者制度導入施設数［25年度　47施
設］
イ　27年度選定施設数［26年度選定施設数　10施設］

＜結果（取組後の指標値）＞
・　98施設
ア　52施設
イ　46施設
イ　13施設

Ｂ直営施設のあり方に関する検討
内容について、総務課のヒアリン
グ

直営施設のあり方に関する今後
の方針の検討・決定

＜要因分析＞
　直営施設のあり方検討の前提
となる指定管理者制度の運用に
ついて、27年度に全般的な見直
しを行うこととした。このため、直
営施設のあり方検討・方針の決
定は行わず、直営施設の現況調
査を実施した。

＜次年度への課題＞
　直営施設の現況調査結果を踏
まえて、指定管理者制度の運用
見直しを行う必要がある。

＜課題を踏まえての対応＞
　27年度中に指定管理者制度運
用の全般的な見直しをするよう、
27年度の工程を修正する。

指定管理者導入施設のあり方検
討・方針決定(27年度選定施設）

目標 2　「仕事の仕方」の改革 改革 改革6　民間活力やノウハウの効果的な活用 取組事項 (2)公の施設におけるサービスの向上

４四半期

H26

ア

直営施設のあり方について各所
属及び総務課においてそれぞれ
検討

＜取組の目標＞
ア　直営施設のあり方検討終了

＜結果（取組結果）＞
△

イ

①公の施設のあり方検討の継続実施
②公の施設のサービスの向上

①公の施設のあり方検討の継続実施〔取組所属：◎総務部総務課、公の施設所管所属〕

　公の施設については、各所管所属や施設等において、施設の必要性や運営方法、県民サービスの向上に向けた見直し・改善を実施して
いるが、時代の変化に合わせて、見直しをしていく必要がある。
　各施設での見直し・改善に向けた取組等について、県民への情報提供の内容・程度が施設によって異なっていることや、保有している資産
の情報があまり公表されておらず、資産の有効活用といった視点での取組が把握しにくい。
　県外自治体において、指定管理者制度導入施設を直営に戻す事例が出てきているが、直営に戻す場合の手続が確保されていない。

ア　直営施設のあり方について検討する。
イ　指定管理者制度導入施設のあり方について検討する。
ウ　運営内容の情報開示方法について検討する。
エ　指定管理者制度導入施設を直営に戻す手続等について検討する。

計画（上段）・結果（下段）
取組状況

作　　業 １四半期 ２四半期 ３四半期

＜評価＞
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（実施なし）

（実施なし）

（実施なし）

ウ

公の施設の運営内容の情報開
示方法について総務課及び各所
管所属による検討

公の施設の運営内容の情報開
示方法の検討・方針の決定（各
所属の意見を踏まえた修正・調
整等）

－

＜結果（取組後の指標値）＞
・　98施設
イ　46施設
イ　13施設

見直しを含めたガイドライン等の
改訂

指定管理者導入施設のあり方検
討・方針決定(28年度選定施設） ＜要因分析＞

イ　指定管理者制度運用（ガイド
ライン）の見直しについて、指定
管理者制度導入施設の所管所
属及び同施設の評価を行ってい
る外部委員にアンケート調査を実
施するなど見直しを慎重に行った
ため、ガイドラインの改訂には至ら
なかった。
ウ　保有している資産の情報開
示の取組は、地方公会計の整備
（H29年度予定）後において、正
確に資産の把握を行った上で検
討することとした。
（※以上、27年度評価における委員会意見
等を踏まえ修正）

＜次年度への課題＞
イ　これまでの指定管理者制度
運用における課題や現状等を詳
細に把握した上で、指定管理者
制度の見直しの検討を行う必要
がある。（※27年度評価における委員会意
見等を踏まえ修正）

＜課題を踏まえての対応＞
イ　アンケート調査結果に加えて、
指定管理者制度導入施設所管
所属等にヒアリングを実施するな
どにより、より詳細に実態を把握し
た上で指定管理者制度見直しの
検討を行い、平成28年度中にガ
イドラインの改訂を行う。（※27年度
評価における委員会意見等を踏まえ修正）

H27

ア 直営施設の現況の把握・分析

＜取組の目標＞
イ　指定管理者制度運用の見直し
ウ　公の施設の運営情報の公表見直し

＜結果（取組結果）＞
イ　△
ウ　×

＜評価＞

Ｃ
イ

指定管理者制度運用の見直しの
検討 ＜参考指標＞

・　県が設置する公の施設数
イ　公の施設のうちの指定管理者制度導入施設数
イ　28年度選定施設数
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（実施なし）

H28

＜要因分析＞
ア　県直営施設である多々良沼
公園について、新たに指定管理
者制度を導入する検討を行い、
平成30年から指定管理者制度
を導入することとした。
イ　指定管理者制度運用（ガイド
ライン）の見直しを進めたが、現
状や課題等について所管所属等
にヒアリングを実施した結果、見
直しを慎重に行う必要があること
が判明したため、ガイドラインの改
訂には至らなかった。
エ　指定管理者制度導入施設を
直営に戻す事例が今後発生する
見込みは現時点ではないため、
指定管理者制度導入施設を直
営に戻す場合のプロセス等の検
討は実施しなかった。

＜次年度への課題＞
イ　指定管理者制度導入から10
年以上が経過し、一定のコスト削
減効果が得られたところである
が、より一層のサービス向上につ
なげられよう指定管理者制度を
運用していく必要がある。

＜課題を踏まえての対応＞
イ　指定管理者制度導入施設所
管所属等にヒアリングを実施する
など、より詳細に現状や課題等を
把握した上で、指定管理者制度
見直しの検討を行う。

－

エ
指定管理者制度導入施設を直
営に戻す場合のプロセス等の検
討

＜取組の目標＞
イ　ガイドライン等の改訂
エ　直営施設に戻す場合の手続の見直しの着手

＜結果（取組結果）＞
イ　×
エ　×

＜評価＞

Ｃ
イ

指定管理者制度運用の見直し
検討・ガイドライン等の改訂

＜参考指標＞
・　県が設置する公の施設数
イ・エ　公の施設のうちの指定管理者制度導入施設数
イ　29年度選定施設数

＜結果（取組後の指標値）＞
・98施設
イ・エ　46施設
イ　10施設

指定管理者導入施設のあり方検
討・方針決定(29年度選定施設）

ア 直営施設フォローアップ調査
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【現状・課題（平成25年度時点）】 【改革内容】

【具体的工程】

年度

H27

＜評価＞

Ａ
＜参考指標＞
取組事例数

＜結果（取組後の指標値）＞
930事例（H18～26
年度累計）

＜要因分析＞
　公の施設におけるサービス向上
の取組事例を収集し、施設所管
所属間で共有した。

＜次年度への課題＞
　同種の施設間で情報交換会を
実施するなど、サービス向上事
例を共有し、サービス向上につな
げる必要がある。

＜課題を踏まえての対応＞
　施設所管所属や指定管理者間
で、情報交換会の実施等に取り
組めるよう、施設所管所属に同取
組の依頼を行うとともに、サービス
向上事例の情報を更に分かりや
すくまとめ、情報提供する。

H26

＜評価＞

Ａ
＜参考指標＞
取組事例数［未把握］

＜結果（取組後の指標値）＞
832事例（H18～25
年度累計）

＜要因分析＞
　従前は施設所管所属間で共有
されていなかった情報を整理し
共有が図られた。（※26年度評価にお
ける委員会意見等を踏まえ追記）

＜次年度への課題＞
　施設の特性に応じたサービス向
上の優良事例を同種の施設間で
共有する手法を検討する必要が
ある。（※26年度評価における委員会意見

等を踏まえ追記）

＜課題を踏まえての対応＞
　施設の特性に応じたサービス向
上の優良事例を同種の施設間で
共有できるよう、27・28年度の工
程を修正する。（※26年度評価における
委員会意見等を踏まえ追記）

公の施設所管所属において、施設の
特性に応じたサービス向上の優良事
例を同種の施設間で共有する手法の
検討

計画（上段）・結果（下段）
取組状況

作　　業 １四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期

②公の施設のサービスの向上〔取組所属：◎総務部総務課、公の施設所管所属〕

　公の施設におけるサービス向上の取組について、施設所管所属間で共有されていない。 公の施設におけるサービス向上の取組事例を収集し、施設所管所属間で共有する。

＜取組の目標＞
サービス向上の取組事例の施設所管所属間での共有

＜結果（取組結果）＞
○

調査のとりまとめ

調査結果の施設所管所属間での共有

調査結果の施設所管所属間での共有

公の施設におけるサービス向上に向け
た取組事例の調査

公の施設におけるサービス向上に向け
た取組事例の調査

＜取組の目標＞
サービス向上の取組事例の施設所管所属間での共有

＜結果（取組結果）＞
○

調査のとりまとめ
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＜参考指標＞
取組事例数

＜結果（取組後の指標値）＞
992事例（H18～27
年度累計）

＜要因分析＞
　指定管理者制度導入施設につ
いては、サービス向上の取組事
例を取りまとめた資料の更新を行
い、施設所管所属、指定管理者
で情報を共有した。
　また、同種の施設間で情報交
換会等を実施するよう、施設所
管所属に依頼した。

＜次年度への課題＞
 指定管理者制度導入施設につ
いては、指定管理者が固定化し
ている施設が多くなっているた
め、漫然と従来どおりの管理運営
をすることがないよう、サービスの
向上や改善を行う必要がある。

＜課題を踏まえての対応＞
　施設所管所属や指定管理者間
で、情報交換会の実施等に取り
組めるよう、施設所管所属に依頼
を行うとともに、サービス向上事例
の情報を更に分かりやすくまとめ、
情報提供する。

施設の特性に応じたサービス向上の優
良事例を同種の施設間で共有

調査結果の施設所管所属間での共有
H28

＜評価＞

Ａ

公の施設におけるサービス向上に向け
た取組事例の調査

＜取組の目標＞
サービス向上の取組事例の施設所管所属間での共有

＜結果（取組結果）＞
○

調査のとりまとめ
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【全体を通じた成果評価（中間評価）】

【総合評価（最終評価）】 【改訂履歴】

取組事項 (2)公の施設におけるサービスの向上 H27.4～8　H26年度自己評価の実施
H27.4～8　①　H26年度取組結果を踏まえ、H27年度の工程見直
し
H27.9～10　H26年度第三者評価の実施
H27.11～12　②　H26年度取組結果及び第三者評価意見を踏ま
え、H27年度以降の工程見直し
H28.2～5　H27年度自己評価の実施
H28.2～5　①　H27年度取組結果を踏まえ、H28年度の工程見直
し
H28.6　H27年度第三者評価の実施
H29.3～6　H28年度自己評価及び総合評価の実施

＜推進期間終了後の成果指標＞
　公の施設の各施設で新たに提供又は内容を改善したサービス数

＜推進期間終了後の成果指標値＞
　160件

＜評価＞ ＜評価の理由＞
　公の施設のサービス向上の取組事例を施設所管所属、指定管理者で共有する作業は実施したものの、その成果としてサービス向上が
図られたかどうかについて把握できていない。また、指定管理者制度の運用見直し作業を進めたが、ガイドラインの改訂までには至らな
かった。

Ｃ
＜課題＞
　指定管理者制度導入から10年以上が経過し、一定のコスト削減効果が得られたところであるが、より一層のサービス向上につなげられるよう指定
管理者制度を運用していく必要がある。

＜評価の理由＞
　公の施設のサービス向上の取組事例を庁内で共有する作
業は実施したものの、その成果としてサービス向上が図られた
かどうかについて把握していない。

Ｃ

＜評価の理由＞
 指定管理者制度の運用見直しとして、ガイドラインの見直し案
を作成し、施設所管所属や評価委員にアンケートを実施する
などの取組を行ったが、ガイドラインの改訂までには至らなかっ
た。

Ｃ

＜評価の理由＞
　指定管理者制度の運用見直しとして、ガイドラインの見直し
案を作成し見直しを進めたが、ガイドラインの改訂までには至ら
なかった。

＜行政改革評価・推進委員会の意見＞

【具体的な取組①について】
・工程変更があったのはなぜかが不明。唐突な印象を受ける。あり方検討
は今後どうするのか。また、実施結果評価Ｂは甘いのではないか。
・指定管理者制度の功罪もきっちり応募者の選定方法等について、分析
したうえで、公の施設の指定管理者制度への移行を一層進めて欲しい。
【具体的な取組②について】
・実施結果評価はＡではなく、Ｂでもよいのではないか。
・公の施設における成功事例の共有化は、さらに進めて欲しい。
・モデル施設を決めて、県民（お客様）ニーズを反映した施設運営を試行
錯誤することで、サービス向上の具体的な施策を決定していく必要がある
と思われる。
・公の施設のサービス向上の取組みは、利用者からの声、評価、また利
用者数の増加に結びつくことが重要である。取組み後の成果について、把
握し、取組みの評価を実施していただきたい。

＜行政改革評価・推進委員会の意見＞
・指定管理者制度運用見直し・ガイドライン見直しについて、改定が進ま
ない理由を明確化し、計画的に取り組んでいただきたい。

【具体的な取組①について】
・改革内容イの要因分析の記載内容について、指定管理者制度運用の
見直しありきのようにも読める。運用上の問題点としてどんな事項があるか
を記載すべき。
・改革内容ウの要因分析の記載内容では、わかりづらい。県民目線でわ
かりやすく説明するべき。

＜行政改革評価・推進委員会の意見＞

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

Ｃ
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群馬県行政改革大綱実施計画 平成29年6月現在

  【具体的な取組】

①公社・事業団等に対する関与の見直し及び支出の総点検〔取組所属：◎総務部総務課、公社･事業団等所管所属〕
【現状・課題（平成25年度時点）】 【改革内容】

【具体的工程】

年度

(3)公社・事業団等の改革目標 2　「仕事の仕方」の改革 改革 改革6　民間活力やノウハウの効果的な活用 取組事項

①公社・事業団等に対する関与の見直し及び支出の総点検

　公社・事業団等への関与については、方針に基づき、見直しを進めている。公社・事業団等の自立的・効率的な運営を進めるため、引き続
き、人的関与・財政的関与の適正化に向けた見直しを進めていくことが必要である。
　また、公社・事業団等の見直しや関与に当たっては、公益法人制度の趣旨を踏まえた対応も必要である。

ア　公益法人制度の趣旨を踏まえ、公社・事業団等に対する今後の関わり方の方向性
を決定する。
イ　経営状況等を把握した上で、人的・財政的関与等の適正化の検討を進める。

計画（上段）・結果（下段）
取組状況

作　　業 １四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期

＜結果（取組結果）＞
ア　△
イ　○
イ　○

＜結果（取組後の指標値）＞
ア・イ　26年度末　24
法人
イ　27年7月1日現在
9人
イ　26年度決算
4,353百万円

人的・財政的関与の適正化の検
討 ＜要因分析＞

　公社・事業団等に対する関わり
方の方向性を決定するに当たり、
法人に対する指導指針の策定を
目指したが、完成には至らなかっ
た。

＜次年度への課題＞
　法人に対する指導指針を完成
し、公社・事業団等に対する関わ
り方の方向性を決定する必要が
ある。

＜課題を踏まえての対応＞
　関係課と協議の上、指導指針
を完成させる。

支出の規模や内容の適正化の
検討

＜評価＞

Ｂ経営状況等に関する調査の実施

＜参考指標＞
ア・イ　公社・事業団等数［25年度末　24法人］
イ　県職員の派遣人数［25年７月１日現在　6人、26年７月１日現
在　7人］
イ　補助金・委託金等の額［24年度決算　3,467百万円、25年度決
算　3,675百万円］

H26

ア
公社・事業団等に対する関わり
方の方向性の決定

＜取組の目標＞
ア　関わり方の方向性の決定
イ　人的・財政的関与の適正化の検討
イ　支出の見直し

イ
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（実施なし）

H27

ア
公社・事業団等に対する関わり
方の方向性の決定

＜取組の目標＞
ア　指導指針の策定
イ　人的・財政的関与の適正化の検討
イ　支出の見直し

＜結果（取組結果）＞
ア　×
イ　○
イ　○

＜評価＞

Ｃ

イ

経営状況等に関する調査の実施

＜参考指標＞
ア・イ　公社・事業団等数
イ　県職員の派遣人数
イ　補助金・委託金等の額

＜結果（取組後の指標値）＞
ア・イ　27年度末　24
法人
イ　28年7月1日現在
9人
イ　27年度決算
3,679百万円

人的・財政的関与の適正化の検
討

支出の規模や内容の適正化の
検討

＜要因分析＞
　実効性のある指針となるよう、
指導指針の策定とあわせて経営
状況等に関する調査の実施内容
（点検表）についても見直しを検
討したため、指導指針の完成に
は至らなかった。（※27年度評価にお
ける委員会意見等を踏まえ修正）

＜次年度への課題＞
　法人に対する指導指針を完成
し、法人の経営状況等をより正確
に把握し、評価を行うとともに、公
社・事業団等に対する県の適正
な関与を図る必要がある。

＜課題を踏まえての対応＞
　県の適正な関与を図るために
も、指導指針を完成し、指針に基
づいた調査を実施する。（※27年度
評価における委員会意見等を踏まえ修正）

－

H28

ア
公社・事業団等に対する関わり
方の方向性の決定

＜取組の目標＞
ア　指導指針の策定
イ　人的・財政的関与の適正化の検討
イ　支出の見直し

＜結果（取組結果）＞
ア　×
イ　○
イ　○

＜結果（取組後の指標値）＞
ア・イ　28年度末　24
法人
イ　29年7月1日現在
【８月中旬集計予定】
イ　28年度決算　【８
月中旬集計予定】人的・財政的関与の適正化の検

討 ＜要因分析＞
　公社・事業団等に対する関わり
方について、他県の指導指針の
状況確認は実施したが、方向性
の決定に至らなかった。

＜次年度への課題＞
　公社・事業団等について、人
的・財政的関与の縮小が一定程
度進んだことから、関わり方の方
向性を検討し、関与の適正化を
図っていく必要がある。

＜課題を踏まえての対応＞
　指導指針に関する調査を実施
し、公社・事業団等に対する県の
適正な関与を検討する。

支出の規模や内容の適正化の
検討

＜評価＞

Ｃ

イ

経営状況等に関する調査の実施

＜参考指標＞
ア・イ　公社・事業団等数
イ　県職員の派遣人数
イ　補助金・委託金等の額
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【全体を通じた成果評価（中間評価）】

【総合評価（最終評価）】 【改訂履歴】

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

Ｂ
＜評価の理由＞
　法人に対する指導指針のたたき台まで完成したが、完成に
は至らなかった。 Ｃ

＜評価の理由＞
　実効性のある指針となるよう、指針の策定とあわせて経営状
況等に関する調査の実施内容についても見直しを検討したた
め、指導指針の完成には至らなかった。

Ｃ
＜評価の理由＞
　公社・事業団等について、人的・財政的関与の縮小は一定
程度進んだが、今後の関わり方の方向性の決定には至らな
かった。

Ｃ
＜課題＞
　　公社・事業団等に対する指導指針を完成し、公社・事業団等に対する関わり方の方向性を決定する必要がある。

＜行政改革評価・推進委員会の意見＞
・法人に対する指導指針が完成に至らなかった要因が書かれていない。
そこを明確にしなければ今年度も完成しないのではないか。
・指導指針の早期完成をお願いしたい。また、民間へ任せてよい事業もま
だ多く実施しているケースが見受けられるので、その部分については、早
期に民間に放出等をすべきである。
・平成27年度に指導指針を完成させ、関与の見直し、支出の総点検に取
り組む必要がある。

＜行政改革評価・推進委員会の意見＞
・公社、事業団改革の中核的な部分であり、民間の類似団体とも比較の
上、積極的に検討して欲しい。
・要因分析の記載内容について、平成26年度における課題を踏まえての
対応として「関係課と協議の上、指導指針を完成させる」としていたのに、
なぜ「指導指針の策定とあわせて、経営状況等に関する調査の実施内
容についても見直しを検討した」のかがわかりにくい。また、改革内容アの
結果がなぜ「△」ではなく「×」なのかの説明が不足している。
・県職員派遣人数の集計結果により評価が変わると思われる。

＜行政改革評価・推進委員会の意見＞

取組事項 (3)公社・事業団等の改革 H27.4～8　H26年度自己評価の実施
H27.4～8　①　H26年度取組結果を踏まえ、H27年度の工程見直
し
H27.9～10　H26年度第三者評価の実施
H28.2～5　H27年度自己評価の実施
H28.2～5　①　H27年度取組結果を踏まえ、H28年度の工程見直
し
H28.6　H27年度第三者評価の実施
H29.3～6　H28年度自己評価及び総合評価の実施

＜推進期間終了後の成果指標＞
　①-1　県職員の派遣人数
　①-2　補助金・委託金等の額

＜推進期間終了後の成果指標値＞
　①-1　【８月中旬集計予定】
　②-2　【８月中旬集計予定】

＜評価＞ ＜評価の理由＞
　経営状況等に関する調査は実施したが、公社・事業団に対する今後の関わり方の方向性の決定には至らなかった。
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メモ
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